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（本報告書における記載内容などの注意事項）  

１．端数処理  

報告書の数値は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示している

ため、表中の総額の内訳の合計が一致しない場合がある。単位未満の端数

を四捨五入して表示している場合などには、その旨の記載を行っている。  

公表されている資料などを使用している場合には、原則としてその数値

をそのまま使用している。そのため端数処理が不明確な場合もある。  

 

２．報告書の数値などの出典  

報告書の数値などは、原則として荒川区が公表している資料、あるいは

監査対象とした組織から入手した資料を用いている。その場合には出典は

記載していない。  

報告書の数値などのうち、荒川区以外が公表している資料あるいは監査

対象とした組織から入手した資料以外の数値などを用いたもの、あるいは

他の地方公共団体の数値などを表示したものについては、その出典を明示

している。また、監査人が作成したものについてもその旨明示している。 
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第一 包括外部監査の概要 

１．外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の２７第２項に基づく荒川区との包括外部監査契約による監査 

 

 

２．選定した特定の事件（テーマ） 

「荒川総合スポーツセンターの管理運営について」 

 

 

３．選定理由 

荒川総合スポーツセンター（以下「スポーツセンター」という。）は、昭和６０年の

開設以来、区民のスポーツニーズに応えるため、身近で気軽に健康・体力づくりができ

る場として、また、多様なスポーツ活動ができる施設として活用されてきたところであ

る。スポーツセンターには、大小の体育室、温水プール、トレーニングルームをはじめ、

武道場、弓道場及びエアライフル場などを有している。高まる健康志向を背景に、近年、

スポーツセンターの利用者は増え続けており、特に、トレーニングルームや温水プール

を利用する個人利用者は年間１５万人を超える状況である。また、２０２０年の東京オ

リンピック・パラリンピックの開催決定を受け、区民のスポーツに対する機運が高まる

ことが想定されることから、開催地東京を構成する荒川区のスポーツ施設として、その

活用が期待されるところである。 

一方、施設の管理運営については、平成１９年度から指定管理者制度を導入しており、

現在まで、ＴＭ共同事業体が継続して管理運営を行っているが、施設の竣工からすでに

３０年が経過しており、設備の老朽化による機能低下が進行しているものと見受けられ

る。荒川区は、荒川区公共建築物中長期改修実施計画を策定するなど、安全性に十分配

慮するとともに、魅力ある施設としていく意向を有しているところであるが、現状は、

不具合の発生頻度が増加するとともに、通常の営業に支障をきたす危険度も高まってい

るものと推測される。このような老朽化による不具合の発生は、利用者の安全性を脅か

し利便性を阻害するとともに、業務の休止による収益の減少や修繕費の増加による運営

コストの増大を招くおそれが高いものと考えられる。 

そこで、平成２７年度の包括外部監査のテーマとして、「荒川総合スポーツセンター

の管理運営について」を選定した。 
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４．監査の対象期間 

平成２６年度（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）を監査の対象期間とし

たが、必要に応じて他の事業年度も対象とした。 

 

 

５．外部監査の方法 

（１）目標 

① 区のスポーツ施策におけるスポーツセンターの位置付けの検証 

（区の考えるスポーツセンターの必要性は明確になっているか。） 

 

② スポーツセンターの利用実態の把握及び有効性の検証 

（スポーツセンターの目的に沿った利用が十分になされているか。） 

 

③ スポーツセンターの管理運営に係る効率性の検証 

 （発生主義ベースでのコスト試算などによる効率性の検証。） 

 

④ 区による指定管理者のモニタリングに係る適正性の検証 

 （区は、施策に合致するよう適切に指定管理者をモニタリングしているか。） 

 

⑤ 指定管理者による管理運営に対する適正性、経済性及び効率性の検証 

（指定管理者による管理運営は、法令等に則った上で、効果的かつ効率的に実施さ

れているか。） 

 

⑥ 各種設備に係る維持管理手続きの適正性、妥当性の検証 

 

⑦ 光熱水費の管理手法に係る妥当性の検証 

 

⑧ 各種設備の修繕状況及び今後の老朽化対策に係る妥当性の検証 

 

⑨ 個人利用、団体利用及び教室受講時における利用受付手続並びに料金徴収事務な

どの適正性、妥当性 

 

⑩ スポーツセンターに係る今後の課題についての検討 
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（２）主な監査手続 

 以下の手続きを中心に、必要と考える手続きを実施した。 

 

① 監査対象施設に対する現地視察 

スポーツセンターの現況を把握するため、各種設備を視察するとともに、担当者へ

の質問聴取を実施した。 

 [実施日] 

・平成２７年８月１０日 

 

② 指定管理者に対する無償貸与備品などの現物調査 

区が指定管理者に対して無償で貸与している備品について、現物管理の状況を把握

するため、現物調査を実施した。 

 [実施日] 

・平成２７年８月２６日 

 

③ 往査の実施 

区スポーツ振興課職員もしくは指定管理者従業員に対して、関係諸資料の閲覧及び

分析、質問聴取などを実施した。 

 [荒川区役所にて実施] 

・平成２７年７月２１日、８月７日（計２回） 

 [スポーツセンターにて実施] 

・平成２７年８月１０日、１４日、２６日、９月３日、９日、１４日、１８日、 

１０月１９日、２１日、２９日（計１０回） 

 

 

６．外部監査の実施期間  

平成２７年７月２１日から平成２８年３月３１日まで  

 

 

７．包括外部監査人 

 公認会計士  木下 哲 
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８．包括外部監査人補助者 

 公認会計士      ６名 

 

 

９．利害関係  

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により記

載すべき利害関係はない。 
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第二 スポーツセンターの概要 

１．荒川区におけるスポーツセンターの位置付け等 

（１）荒川区基本計画におけるスポーツセンター 

荒川区基本計画（以下「基本計画」という。）は、荒川区基本構想に示されたおおむ

ね２０年後の荒川区の将来像である「幸福実感都市 あらかわ」を実現するための戦略

書と位置付けられている。基本計画の計画期間は、平成１９年度から平成２８年度まで

の１０年間であり、分野ごとに４年後及び１０年後に区が達成すべき具体的な指標を掲

げ、その目標達成のために推進していく施策の体系と方向性を明らかにし、今後の区政

運営の基本的な指針となるものとされている。 

基本計画では、荒川区の将来像の実現に向け、特に先導的な役割を果たす代表的なプ

ロジェクトを６つの都市像（生涯健康都市、子育て教育都市、産業革新都市、環境先進

都市、文化創造都市、安全安心都市）ごとに示している。このうちの子育て教育都市を

実現するための政策「２．心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形

成」を構成する１２の重点的に取り組む施策の一つとして、「生涯スポーツの促進」が

掲げられている。 

「生涯スポーツの促進」は、区民の「ライフステージに応じたスポーツ・レクリエー

ションの普及・充実を図るための多様な環境整備を図り、区民が健康で生き生きと生活

することができる地域社会を形成」することを目指すものであり、施策の方向性の一つ

として、「体育施設の整備や荒川総合スポーツセンターの運営の充実など、区民にとっ

て更なる利便の向上を図っていく」旨が示されている。 

このように、基本計画においてスポーツセンターは、区民の生涯スポーツの促進を図

る上で活用すべき施設として位置付けられているものと言える。 
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【基本計画における位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（荒川区基本計画より、監査人が作成。） 

 

 

（２）荒川区のスポーツ施設 

荒川区は、区民が健康・体力づくりやスポーツに取り組むことができるよう、区内に

各種のスポーツ施設を設置している。このうち、スポーツセンターは温水プールを始め

として大小の体育室、トレーニングルーム等を兼ね備えた総合スポーツ施設であり、昭

和６０年６月の開設以来、荒川区におけるスポーツ施設の中核をなしている。 

特に、床面積１,０００㎡を超える規模の体育室（大体育室）、卓球場、武道場、弓

道場、エアライフル場等はスポーツセンターのみに設置されている。 

 

【荒川区のスポーツ施設】 

区分 名称 主な施設等 

屋内施設 荒川総合スポーツセンター 温水プール、大体育室、小体育室、

卓球場、武道場、弓道場、 

エアライフル場、クラブ室、 

多目的室、キッズルーム 

幸
福
実
感
都
市 

 

あ
ら
か
わ 

Ⅰ 生涯健康都市 

Ⅱ 子育て教育都市 

(政策) 1.（略） 

2.心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成 

（施策）(１)～(１１) （略） 

(1２)生涯スポーツの促進 

（施策の方向性）荒川総合スポーツセンターの運営の充実など 

Ⅵ 安全安心都市 

Ⅴ 文化創造都市 

Ⅳ 環境先進都市 

Ⅲ 産業革新都市 
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あらかわ遊園スポーツハウス 温水プール、アリーナ、 

トレーニングルーム、会議室、 

ギャラリー 

屋外施設 区民運動場 多目的グラウンド、小広場 

東尾久運動場（注２） 庭球場、多目的広場、小広場 

南千住野球場 野球場 

西新井橋野球場 野球場 

少年運動場 野球場、サッカー場 

荒川自然公園内運動施設 野球場、庭球場 

あらかわ遊園運動場 多目的広場 

（注１）荒川区が設置したスポーツ施設を記載（ただし、荒川区立小中学校の体育館・

校庭を除く。）。 

（注２）ダイオキシン類検出のため、多目的広場の一部立入りを制限中。 

 

 

２．スポーツセンターの概要 

（１）スポーツセンターの設置目的及び事業 

スポーツセンターは、荒川総合スポーツセンター条例（以下「スポーツセンター条例」

という。）及び荒川総合スポーツセンター条例施行規則（以下「スポーツセンター条例

施行規則」という。）に基づき設置される荒川区の公の施設である。設置目的として、

スポーツセンター条例第１条において、「スポーツ及びレクリエーションの普及・振興

を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与する」ことが掲げられており、第２条に

て、目的を達成するために、次の事業を行うものとされている。 

また、指定管理者制度が導入されており、施設の管理運営は指定管理者が行っている。 

 

[スポーツセンターの実施する事業] 

① スポーツセンターの施設及び附帯設備の使用に関すること。 

② スポーツ及びレクリエーションの普及・振興に関すること。 

③ その他、区長が必要と認める事業。 

 

 

（２）スポーツセンター内の設置施設 

スポーツセンターの建物は地上４階、地下１階であり、このうち、一般利用者が使用

できる施設は１Ｆから４Ｆに設置され、地下には機械室が設置されている。スポーツセ
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ンター条例においては、①体育室、②武道場及び弓道場、③エアライフル場、④卓球場、

⑤温水プール及びスポーツサウナ、⑥トレーニングルーム、⑦多目的室、クラブ室及び

ホール、⑧キッズルームを設けることが定められており、これに基づき、次表の施設が

設置されている。ただし、スポーツサウナについては、配管設備の損傷から使用困難と

なり、平成２２年度末をもって使用が休止されており、現在もその状態が続いている。

また、スタジオは、現在の指定管理者であるＴＭ共同事業体が、平成１９年７月に、荒

川区の承認を得た上で自らの負担にて設置したものである。現状、荒川区の財産ではな

く、指定管理者の自主事業（各種教室）の実施会場として使用されている。 

これ以外に、敷地内には自動車駐車場（収容台数６０台：隣接する南千住野球場と共

用。）及び自転車置場（収容台数２００台）が設置されている。 

 

 

【スポーツセンターに設置されている主な施設】 

区分 施設名 内容 

１Ｆ ①温水プール 大：２５ｍ×１５ｍ ７コース 

小：１５ｍ×６ｍ 

②小体育室 競技面積 ３０ｍ×２４ｍ×Ｈ９ｍ 

③スポーツサウナ （休止中） 

④トレーニングルーム  

⑤スタジオ  

⑥総合受付・管理事務所  

⑦キッズルーム  

⑧ロッカールーム  

⑨プール更衣室  

２Ｆ ①大体育室 競技面積 

４６.３ｍ×３４.４ｍ×Ｈ１２.５ｍ 

②卓球室 常設卓球台１０台 

③温水プール観覧席  

④ロッカールーム  

Ｍ２Ｆ ①エアライフル場 ５射座 銃先１０ｍ 

３Ｆ ①第１武道場 板張（１３３畳） 

②第２武道場 たたみ敷（１３３畳） 

③ジョギング走路 １周 約１７０ｍ 

④大体育館観客席 ３００席 

⑤ロッカールーム  



テーマ 荒川総合スポーツセンターの管理運営について 

9 

 

 

（３）スポーツセンターの休館日及び開館時間 

スポーツセンターの休館日は、スポーツセンター条例上、１月１日から３日までと定

められており、これ以外に、修繕工事等のため、年間４日程度の休館日を設定している。

また、開館時間は、スポーツセンター条例上、午前８時から午後１０時３０分までと定

められている。なお、一般開放時の個人利用や団体利用に関しては、開館時間の範囲内

において、各々利用時間が設定されている。 

 

 

（４）スポーツセンターの利用料金 

スポーツセンターの利用には、個人利用と団体利用とがある。個人利用は、一般開放

の時間帯であれば、荒川区内に在住、在勤もしくは在学（以下「区内在住在勤者等」と

いう。）の如何に関わらず利用が可能である。また、荒川区公共施設予約システムにお

いて登録された団体については、施設の団体利用が可能であり、団体利用においても、

荒川区内の団体（区内在住在勤者等で構成される登録団体）に限らず、荒川区外の団体

（荒川区内の団体以外の登録団体）も利用が可能である。 

利用料金は、スポーツセンター条例に定める金額の範囲内において、指定管理者が区

長の承認を得て定めることとされているが、現在、スポーツセンター条例上の上限額が

そのまま適用されている。 

 

① 団体利用に係る利用料金 

荒川区内の団体と荒川区外の団体との間で、利用料金に差異はないが、後掲のように、

施設の利用申込開始時期が異なる。団体利用の単位は午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間及び

全日に区分され、各々利用料金が定められており、利用時間には準備や更衣の時間も含

まれている。また、多目的室及びクラブ室については団体利用が可能であるが、クラブ

室単独での利用は認められていない。 

施設等の利用は、次表の利用単位によるものとされているが、当該利用単位以外の時

間において施設等を利用する場合には、利用時間１時間（１時間に満たない端数は、こ

４Ｆ ①クラブ室Ⅰ・Ⅱ  

②多目的室第１・２・３ 第１：和室  ３０名程度（２４畳） 

第２：洋室 １００名程度 

第３：洋室  ５０名程度 

③弓道場 ５人立 距離２８ｍ 

敷地面積：６,４１２.０９㎡、延床面積：１２,０７３.８７㎡ 
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れを１時間とする。）につき、当該施設等の「午後Ⅰ」に定める利用料金の額の１００

分の４０に相当する額（１００円未満は、切り上げる。）以内の額の利用料金を徴収す

るものとされている。 

 

【団体利用時の利用単位】 

午前 午後Ⅰ 午後Ⅱ 夜間 全日 

午前９時 

～午前１２時 

午前零時３０分 

～午後３時 

午後３時３０分 

～午後６時 

午後６時３０分 

～午後９時３０分 

午前９時 

～午後９時３０分 

 

【団体利用料金】 

区分 午前 午後Ⅰ 午後Ⅱ 夜間 全日 

大体育室 １７,９００円 ２２,０００円 ２２,０００円 ３１,１００円 ８４,５００円 

小体育室 ７,１００円 ８,８００円 ８,８００円 １２,５００円 ３３,８００円 

第一・二 

武道場 
２,７００円 ３,５００円 ３,５００円 ５,０００円 １３,５００円 

弓道場 ２,５００円 ３,１００円 ３,１００円 ４,５００円 １２,０００円 

エアライ 

フル場 
１,８００円 ２,２００円 ２,２００円 ３,０００円 ８,４００円 

卓球場 ４,３００円 ５,２００円 ５,２００円 ７,６００円 ２０,３００円 

大・小 

プール 

２０,９００円 ２６,４００円 ２６,４００円 ３７,８００円 １０１,４００円 

大プール １８,６００円 ２３,３００円 ２３,３００円 ３３,３００円 ８９,６００円 

小プール ４,５００円 ５,７００円 ５,７００円 ８,０００円 ２２,０００円 

ホール １１,２００円 １３,１００円 １３,１００円 １８,２００円 ５０,７００円 

多目的室 

（第一） 
１,９００円 ２,３００円 ２,３００円 ３,１００円 ８,８００円 

多目的室 

（第二） 
３,２００円 ３,７００円 ３,７００円 ５,２００円 １４,６００円 

多目的室 

（第三） 
１,５００円 １,８００円 １,８００円 ２,４００円 ７,０００円 

クラブ室 ６００円 ７００円 ７００円 １,０００円 ３,１００円 

 

また、団体利用に際しては、次表の附帯設備を併せて利用することが可能であり、ス

ーツセンター条例に定める上限額の範囲内において、指定管理者が定めている。 
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【附帯設備利用料金】 

競技用品 利用単位 利用料金 

バスケットゴール（移動式） １面１単位 ５００円 

バドミントン試合用コート 

（ネット・支柱含） 
１面１単位 ２,０００円 

ハンドボールゴール 

（ネット含） 
１面１単位 ３００円 

柔道畳 一式１単位 １,０００円 

電光表示器 一式１単位 １,０００円 

ビームライフル用具 一式１単位 ２００円 

 

一般用品 利用単位 利用料金 

放送設備 一式１単位 １,０００円 

フロアーシート 全面１単位 ５,０００円 

仮設ステージ １台１単位 ３００円 

レクチャー演台 １台１単位 ５００円 

花台 １台１単位 ３００円 

音響アンプ １台１単位 ６００円 

マイク（スタンド含） 一式１単位 ３００円 

表示パネル １枚１日 ２００円 

デッキ １台１単位 ５００円 

モニター １台１単位 ５００円 

プロジェクター １式１単位 ５００円 

ＣＤプレーヤー １台１単位 ３００円 

電源 １キロワット １００円 

 

② 個人利用に係る利用料金 

個人利用に係る利用料金は、中学生以下とそれ以外の一般とに区分される。また、温

水プールは２時間を単位とし、それ以外は３時間を単位としている。利用単位の時間を

超えて施設を利用する場合には、スポーツセンター条例上、超過時間３０分（３０分に

満たない端数は、これを３０分とする。）につき、１５０円（中学生以下にあっては５

０円）以内の額の超過利用料金を徴収するものとされている。 

なお、温水プールは、２歳６ヶ月（おむつ不要）の幼児から利用可能であるが、トレ

ーニングルームは１５歳以上（中学生を除く。）からの利用とされている。また、エア
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ライフル場はエアライフルとビームライフルの競技ができ、エアライフルは、スポーツ

センターの講習を受けて許可書を所持している者のみ利用可能であるが、ビームライフ

ルは中学生からの利用とされている。 

受付時間は午前８時から午後９時３０分までであり、実際の利用は午前８時から閉館

の１５分前である午後１０時１５分までとされている。 

 

【個人利用料金】 

種別 利用単位 一般 中学生以下 

大体育室・小体育室 
 

各３時間 

５００円 ２００円 

第一・第二武道場 ４００円 ２００円 

弓道場 ３００円 １５０円 

エアライフル場 ５００円 ２００円 

卓球場 ４００円 １５０円 

トレーニングルーム ４００円 － 

温水プール ２時間 ５００円 ２５０円 

（注）休止中のスポーツサウナは記載していない。 

 

【利用時間等】 

区分 時間 

受付時間 ８:００～２１:３０ 

利用時間 ８:００～２２:１５ 

 

③ 教室講座に係る受講料 

スポーツセンターの教室講座には、荒川区が指定管理者に実施を求める指定管理業務として

の教室講座と、荒川区の承認の下、指定管理者の判断により実施する自主事業としての教室講座

とがあるが、パンフレット等においても特段明示されておらず、利用者にとって差異はない。 

教室講座は、１回制教室、通年制教室及び定期制教室があり、主に、温水プール、大小体育室、

キッズルーム及びスタジオを利用して実施されており、各教室講座によって受講料は異なる。また、

自主事業の一環として、単発のイベントとして実施されるものがあり、これらについても、各イ

ベントにより受講料（参加料）は異なる。 

 

【教室講座の種類】 

区分 内容 受講料 

１回制 

教室 

・１回単位で実施する教室講座 

・受講料の単位：１回単位 

１回/５００円から８８０円程度で

あり、教室講座によって異なる。 
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・教室講座開始３０分前よりチケット販売 

通年制 

教室 

・１年を通じて実施する教室講座 

・受講料の単位：月会費制 

・事前申込みが必要であるが、定員に空き

のある教室は随時申込み可能 

月額/３,０００円から４,８００円

程度であり、教室講座によって異

なる。 

定期制 

教室 

・１年を３期もしくは４期に分けて実施す

る教室講座 

・受講料の単位：期単位（期間一括払い） 

・１期毎に参加者を募集するが、定員に空

きのある教室は随時申込み可能 

１期/４,０００円から１１,０００

円程度であり、教室講座によって

異なる。 

 

④ 利用料金の減免制度 

スポーツセンター条例第１４条及びスポーツセンター条例施行規則第１６条において、

以下に該当する場合には、利用料金の１００分の２５に相当する額（１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）を減額することができる旨定められている。 

荒川区が行政目的のために利用する場合を除き、減免措置の対象となる団体は、「使用

料の減免対象となる公共的団体一覧表」（依命通達）に定められている。また、スポーツセンタ

ー条例第１４条において、所定の条件に合致する利用者に対しては、指定管理者が利用料金

を減額することができる旨が定められているが、対象となる団体が減額措置を受けるためには、

「荒川区総合スポーツセンター社会体育団体使用料減額申請・承認書」により申請の上、荒

川区地域文化振興部スポーツ振興課長の承認を得る運用としている。 

 

【減額に該当する場合】 

（１）区自ら行政目的のために利用するとき。 

（２）区内のスポーツ団体の連合体が公益目的のためにスポーツ行事等に利用するとき。 

（３）区長が特別の理由があると認めるとき。 

 

また、スポーツセンター条例第１４条及びスポーツセンター条例施行規則第１７条に

おいて、以下に該当する者が利用する場合には、利用料金（個人利用に限る。）を免除

することができる旨定められている。 

 

【免除に該当する者】 

（１）６５歳以上の者で、区内に住所を有し、又は区内の事務所若しくは事業所に勤務

し、若しくは区内の学校に在学するもの。 

（２）身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、①障害の程

度が身体障害者福祉法施行規則別表第５号に定める身体障害者障害程度表のうち
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３級以上のもの、②障害の程度が４級以下のものであって「身体障害者に対する

旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」第２に規定する第一種身体障害

者であるもの。 

（３）東京都愛の手帳交付要綱に基づく愛の手帳の交付を受けている者で、障害の程度

が同要綱知的障害総合判定基準表の３度以上のもの。 

（４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている者。 

（５）原子爆弾被爆者の医療等に関する法律に基づく被爆者健康手帳の交付を受けてい

る者。 

 

⑤ 利用料金の還付 

スポーツセンター条例第１５条及びスポーツセンター条例施行規則第１８条において、

一旦、指定管理者が受領した利用料金は、原則として還付しないが、以下の場合には、

その全部又は一部を還付することができる旨定められている。 

 

【利用料金を還付することができる場合及びその額】 

（１）利用者の責によらない理由により利用できなかったとき・・・全額 

（２）利用者が利用日の１月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が承認したと

き・・・１００分の７５相当額 

（３）利用者が利用日の８日前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が承認したと

き・・・１００分の５０相当額 

（注）なお、還付額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 
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３．スポーツセンターの管理運営体制 

（１）荒川区の所管課 

スポーツセンターの所管課は地域文化スポーツ部スポーツ振興課（以下「スポーツ振

興課」という。）であり、荒川区におけるスポーツ振興の企画及び調整に関する事務や

他の区営運動場の管理運営に関する事務等とともに、スポーツセンターに関する事務を

所掌している。 

荒川区組織規則に定めるスポーツ振興課の所掌事務は以下のとおりである。 

 

[スポーツ振興課の所掌事務] 

○ スポーツ振興係 

１．スポーツ振興の企画、調整に関すること。 

２．区営運動場の管理運営に関すること。 

３．体育協会に関すること。 

４．荒川総合スポーツセンター及び荒川遊園スポーツハウスに関すること。 

５．課内他係に属しないこと。 

○ スポーツ事業係 

１．体育大会に関すること。 

２．スポーツ・レクリエーションに関すること。 

３．スポーツ教室、行事に関すること。 

４．スポーツ推進委員に関すること。 

５．その他スポーツ事業に関すること。 

 

 

（２）指定管理者 

① 指定管理者が行う業務 

日常的なスポーツセンターの管理運営業務については、開設当初より外部業者に委託

しており、平成１９年度からは指定管理者制度が導入され現在に至っている。なお、ス

ポーツセンター条例第７条において、指定管理者は次の業務を行うものとされている。 

 

[指定管理者が行う業務] 

① スポーツセンターの実施する事業（※）に関する業務 

② 施設利用の承認もしくは不承認に関する業務 

③ 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務 

④ 利用者から申請された施設等の変更の承認に関する業務 
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⑤ 利用承認の取消し等に関する業務 

⑥ 施設等の維持管理に関する業務 

⑦ その他、区長が必要と認める業務 

※ スポーツセンターの実施する事業 

１）スポーツセンターの施設及び附帯設備の使用に関すること。 

２）スポーツ及びレクリエーションの普及・振興に関すること。 

３）その他、区長が必要と認める事業。 

 

② 指定管理者の状況 

監査対象年度である平成２６年度の指定管理者はＴＭ共同事業体であり、平成１９年

度の指定管理者制度導入後、継続して管理者に指定されている。ＴＭ共同事業体は、株

式会社東京アスレティッククラブと三菱電機ビルテクノサービス株式会社を構成員とす

る共同事業体であり、代表企業は株式会社東京アスレティッククラブとされている。指

定期間は３年間であり、現指定期間は、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日

までであるが、平成２７年度荒川区議会定例会・９月会議において、引き続き、平成２

８年４月１日から平成３１年３月３１日までの指定管理者に選定されている。 

荒川区は指定管理者との間においては、指定期間を通した「荒川総合スポーツセンタ

ーの管理に関する基本協定書」（以下「基本協定書」という。）を締結するとともに、毎

年度、「荒川総合スポーツセンターの管理に関する年度協定」（以下「年度協定」という。）

を締結している。また、スポーツセンター利用者から徴収した利用料金は指定管理者の

収入とし、スポーツセンターを管理運営するための財源とする一方、利用料金収入だけ

では施設全体での事業採算性を見込むことは困難であることから、荒川区が算定した指

定管理料も併せて交付する「利用料金制と指定管理料との併用制」を採っており、平成

２６年度においては、指定管理料８３,６２２千円（修繕費相当額を除く。）が交付され

ている。 

 

指定管理者名 指定期間 指定管理料（平成２６年度） 

ＴＭ共同事業体 
平成２５年４月１日～ 

平成２８年３月３１日 
８３,６２２千円 
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４．スポーツセンターの利用者数 

（１）年間利用者数（スポーツセンター全体） 

過去１０年間における年間利用者数の推移及びそのグラフは次表のとおりである。ス

ポーツセンター全体の合計利用者数で見ると、平成２２年度までは概ね５０万人前後で

推移していたが、平成２３年度以降は増加傾向にあり、平成２６年度は５９７,８１１

人と６０万人近い利用者数であった。その内訳を見ると、団体利用者数は、平成１８年

度までは２６万人を超えていたが、その後減少に転じ、２０万人前後の水準まで落ち込

んだものの、平成２３年度以降は回復基調にある。一方、個人利用者数及び教室講座受

講者数は、増加傾向を維持している。個人利用者数の増加は、主に、トレーニングルー

ムの個人利用者数の増加と、平成２３年３月に設置されたキッズルームの個人利用者数

の増加によるものである。 

結果として、平成１７年度には年間利用者数の５１.２％を団体利用者数が占め、個

人利用者数及び教室講座受講者数は各々３２.５％、１６.３％であったが、平成２６年

度においては、団体利用者数は４０.０％、個人利用者数は３４.９％、教室講座受講者

数は２５.１％といった構成となっている。個人利用者数及び教室講座受講者数が増加

しており、幅広い利用者層の取り込みという観点からは、一定の評価ができるものと言

える。また、団体利用者数も、平成２２年度に１８４,６８５人にまで減少したが、そ

の後回復基調にあり、平成２６年度には２３９,０１８人まで回復している。 

 

【過去１０年間における利用者数の推移】              （単位：人） 

年度 団体利用者数 個人利用者数 
教室講座   

受講者数 
合計 

Ｈ１７ 
２６３,４５３ １６７,２３５ ８３,６５６ ５１４,３４４ 

（５１.２％） （３２.５％） （１６.３％） （１００.０％） 

Ｈ１８ ２６６,４０５ １５７,５０３ ８３,０１９ ５０６,９２７ 

Ｈ１９ ２２８,６０７ １６８,６９９ １１７,２２７ ５１４,５３３ 

Ｈ２０ ２００,１４５ １８０,６９１ １２１,１２０ ５０１,９５６ 

Ｈ２１ ２２８,１４４ １７７,７１９ １１９,５４３ ５２５,４０６ 

Ｈ２２ １８４,６８５ １８１,０４８ １２６,６２６ ４９２,３５９ 

Ｈ２３ ２１４,７７１ １７７,８９７ １３１,１４５ ５２３,８１３ 

Ｈ２４ ２３６,５６４ １８６,７２３ １４３,６６５ ５６６,９５２ 

Ｈ２５ ２４３,１２０ ２０１,２８３ １４８,００８ ５９２,４１１ 

Ｈ２６ 
２３９,０１８ ２０８,７６９ １５０,０２４ ５９７,８１１ 

（４０.０％） （３４.９％） （２５.１％） （１００.０％） 

（注１）平成１７年度及び平成２６年度の（ ）内は、構成比を示す。 
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【年間利用者数の推移：グラフ】 

0

100,000
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教室講座受講者数
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【年間利用者数の構成：グラフ】 

１．平成１７年度           ２．平成２６年度 

 
 

 

（２）団体利用者数 

指定管理者から毎年度提出される実績報告書においては、団体使用に係る施設別の延

数及び件数等が報告されており、平成２４年度から平成２６年度における延数及び件数

は次表のとおりである。ここで延数とは、同一の利用者が複数の利用単位を引き続き利

用した場合に、利用単位ごとに利用者数を合計したものである。また、件数とは、１日

に４区分（午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間）ある利用時間帯の枠ごとに団体利用された件

数を集計したものである。 

平成２６年度における施設別の延数を見ると、運動施設の付随的な利用が中心である

多目的室/クラブ室を除くと、大体育室の利用が全体の４５.５％を占めており、次いで、

小体育室（１４.３％）、第二武道場（１３.７％）、第一武道場（６.２％）の順である。

教室講座受講者数 

１６.３％ 

（人） 

団体利用者数 

 

 

５１.２％ 

団体利用者数 

 

 

４０.０％ 

教室講座受講者数 

 

２４.５％ 

３４.４％ 

個人利用者数 

   ３２.５％ 

 

個人利用者数 
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いずれも、収容力が大きく団体競技で利用されることが多い施設の延数が大きくなって

いる。また、団体利用の内容によって１回あたりの利用者数は大きく異なり、必ずしも、

件数の増加（減少）が延数の増加（減少）につながらない場合もあり得る。 

一方、平成２６年度における施設別の件数を見ると、第二武道場（２１.５％）、弓道

場（１７．５％）、第一武道場（１３.９％）、大体育室（１３.１％）の順であり、件数

単位では、武道系の施設（武道場及び弓道場）が全体の半数以上（５２.９％）を占め

ていることが特色である。 

 

【団体利用に係る延数の施設別内訳】              （単位：人） 

施設名 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
対Ｈ２４比 

増減 

大体育室 
１０３,８１３ ９８,９２２ １０８,７６８ 

４,９５５ 
（４３.９％） （４０.７％） （４５.５％） 

小体育室 
２８,３５８ ３１,０５８ ３４,２５６ 

５,８９８ 
（１２.０％） （１２.８％） （１４.３％） 

第一武道場 
１６,４１０ １７,２２６ １４,７１８ 

△１,６９２ 
（６.９％） （７.１％） （６.２％） 

第二武道場 
３１,９５１ ３５,１１８ ３２,８０２ 

８５１ 
（１３.５％） （１４.４％） （１３.７％） 

弓道場 
９,９１５ １０,２０１ １１,０５０ 

１,１３５ 
（４.２％） （４.２％） （４.６％） 

ライフル場 
６００ ８１７ ５５０ 

△５０ 
（０.３％） （０.３％） （０.２％） 

卓球場 
５,１４２ ８,１００ ５,２６５ 

１２３ 
（２.２％） （３.３％） （２.２％） 

温水プール 
２,６２０ ２,３１９ ４００ 

△２,２２０ 
（１.１％） （１.０％） （０.２％） 

ホール 
６,８４０ ９,２９０ ４,６５０ 

△２,１９０ 
（２.９％） （３.８％） （１.９％） 

多目的室／ 

クラブ室 

３０,９１５ ３０,０６９ ２６,５５９ 
△４,３５６ 

（１３.１％） （１２.４％） （１１.１％） 

合計 
２３６,５６４ ２４３,１２０ ２３９,０１８ 

２,４５４ 
（１００.０％） （１００.０％） （１００.０％） 
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【団体利用に係る件数の施設別内訳】             （単位：件） 

施設名 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
対Ｈ２４比 

増減 

大体育室 
５１６.０ ５０３.５ ５３０.５ 

１５ 
（１２.２％） （１１.８％） （１３.１％） 

小体育室 
４０４.０ ４０３.０ ４００.０ 

△４ 
（９.６％） （９.４％） （９.９％） 

第一武道場 
６３３.０ ６０９.０ ５６２.０ 

△７１ 
（１５.０％） （１４.２％） （１３.９％） 

第二武道場 
８３１.０ ９０２.０ ８７１.０ 

４０ 
（１９.７％） （２１.１％） （２１.５％） 

弓道場 
６３０.０ ６３９.０ ７０９.０ 

７９ 
（１４.９％） （１４.９％） （１７.５％） 

ライフル場 
３６.０ ３７.０ ３０.０ 

△６ 
（０.９％） （０.９％） （０.７％） 

卓球場 
９３.０ １１２.０ ８８.０ 

△５ 
（２.２％） （２.６％） （２.２％） 

温水プール 
３２.０ ４７.０ ２０.０ 

△１２ 
（０.８％） （１.１％） （０.５％） 

ホール 
９２.０ １４２.０ ６１.０ 

△３１ 
（２.２％） （３.３％） （１.５％） 

多目的室／ 

クラブ室 

９５７.０ ８８７.０ ７７９.０ 
△１７８ 

（２２.７％） （２０.７％） （１９.２％） 

合計 
４,２２４.０ ４,２８１.５ ４,０５０.５ 

△１７４ 
（１００.０％） （１００.０％） （１００.０％） 

（注）大体育室の端数は、半面貸出しの場合を０.５とカウントしたことによるもので

ある。 

 

 

（３）個人利用者数 

平成２４年度から平成２６年度における個人利用者数の種目別内訳の推移は、次表の

とおりである。平成２６年度の利用者数で見ると、利用者数の多い順に、温水プール（９

５,５９７人）、トレーニング（５９,７０９人）、卓球（２０,６１２人）であり、逆に、

利用者数の少ない種目は、少ない順に、ビームライフル（１４７人）、エアライフル（１

５４人）、武道（６５１人）の順である。最も利用者数の少ないビームライフル（１４
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７人）は、温水プールの利用者数の０.２％程度の水準にとどまっている。団体利用で

は大小体育室及び武道場の利用者数が多かったが、個人利用では、温水プール、トレー

ニングルーム、卓球場及びキッズルームといった施設の利用が多く、逆に武道系の施設

（武道場及び弓道場）の利用は少ない。団体利用の存在しないトレーニングルームやキ

ッズルームを除くと、温水プール及び卓球場は個人利用が主体となっており、武道系の

施設は団体利用が主体となっているものと言える。 

また、対平成２４年度比で見ると、多くの種目で利用者数が増加しているが、弓道及

びエアライフルは利用者数自体が減少している。温水プールやトレーニングといった元々

の利用者数が多い種目は、増加者数自体も多いが、増加率で見ると、バドミントン（＋

２１.１％）及びバレーボール（＋５３.４％）の伸びが目立つ。大学生の利用が増加し

たことが主要因とのことであり、大小体育室についても、個人利用が広がっているもの

と言える。 

 

 

【個人利用者数の推移】                       （単位：人） 

種目 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
対Ｈ２４比 

増減 

温水プール 
８８,５９３ ９６,５３７ ９５,５９７ 

７,００４ 
（４７.４％） （４８.０％） （４５.８％） 

トレーニング 
５３,１３１ ５６,０８１ ５９,７０９ 

６,５７８ 
（２８.５％） （２７.９％） （２８.６％） 

卓球 
１７,６１２ １８,７８１ ２０,６１２ 

３,０００ 
（９.４％） （９.３％） （９.９％） 

キッズルーム 
１０,２１２ １０,５３０ １１,５７９ 

１,３６７ 
（５.５％） （５.２％） （５.５％） 

バドミントン 
９,２４７ ９,６２６ １１,１９９ 

１,９５２ 
（５.０％） （４.８％） （５.４％） 

バスケットボール 
３,３４６ ４,８７０ ５,１３２ 

１,７８６ 
（１.８％） （２.４％） （２.５％） 

バレーボール 
１,６４７ １,５７３ １,９７３ 

３２６ 
（１.８％） （２.４％） （２.５％） 

弓道 
１,６６５ １,９８７ １,５１３ 

△１５２ 
（０.９％） （０.８％） （０.９％） 

武道 
５７０ ５２２ ６５１ 

８１ 
（０.３％） （０.３％） （０.３％） 
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エアライフル 
２６６ ２１０ １５４ 

△１１２ 
（０.１％） （０.１％） （０.１％） 

ビームライフル 
８２ １３７ １４７ 

６５ 
（０.０％） （０.１％） （０.１％） 

その他 
３５２ ４２９ ５０３ 

１５１ 
（０.２％） （０.２％） （０.２％） 

合計 
１８６,７２３ ２０１,２８３ ２０８,７６９ 

２２,０４６ 
（１００.０％） （１００.０％） （１００.０％） 

（注）平成２６年度の利用者数が多い種目から順に掲載。 

 

 

（４）教室講座利用者数 

平成２４年度から平成２６年における教室講座利用者数（教室講座への申込者数）の

講座種別内訳の推移は、次表のとおりである。通年制スポーツ教室、３期制スポーツ教

室、通年制水泳教室、自由会員制教室（１回制教室）及びキッズルーム教室は指定管理

業務である。 

平成２６年度の利用者数で見ると、通年制水泳教室の利用者数が最も多く、全体の４

８％程度を占めている。また、通年制水泳教室以外にも、自主事業教室や自由会員制教

室（１回制教室）の中でも水泳関係の教室講座が設定されており、これらを合わせた水

泳教室の利用者数は８４,７９２人と全体の５６％程度にも及び、教室講座利用者数の

過半は温水プールを使用した講座の参加者である。なお、全体の７５％程度が指定管理

業務の教室講座利用者（１１２,７３７人）であり、残りの２５％程度が自主事業の教

室講座利用者である。 

また、対平成２４年度比で見ると、３期制スポーツ講座、通年制水泳教室及びキッズ

ルーム教室の利用者数が増加しているが、通年制スポーツ教室、自主事業教室及び自由

会員制教室（１回制教室）の利用者数は減少している。 

 

 

【教室講座利用者数の推移】                     （単位：人） 

種別 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 
対Ｈ２４比 

増減 

通年制スポーツ教室  ６,８０４ ６,６７３ ６,４７２ △３３２ 

  

  

  

卓球 ２,０３３ １,９６３ ２,００９ △２４ 

バドミントン １,７３０ １,７８１ １,８２５ ９５ 

その他 ３,０４１ ２,９２９ ２,６３８ △４０３ 
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３期制スポーツ教室 １３,８６０ １６,０１１ １６,４３０ ２,５７０ 

  

  

  

トランポリン ３,４３８ ４,８２９ ４,６３７ １,１９９ 

幼児体操 ２,７６４ ３,５０３ ４,２２１ １,４５７ 

その他 ７,６５８ ７,６７９ ７,５７２ △８６ 

通年制水泳教室 ６８,８４８ ７１,５７８ ７２,０５２ ３,２０４ 

  

  

  

小学生 ３３,４９６ ３６,５１１ ３６,０４６ ２,５５０ 

幼児 １９,５９３ １８,２５９ １８,３０５ △１,２８８ 

その他 １５,７５９ １６,８０８ １７,７０１ １,９４２ 

自由会員制教室 

（１回制教室） 
９,４２９ ９,０１１ ７,２０４ △２,２２５ 

  

  

  

ヨガ １,３４４ １,４２０ １,４１５ ７１ 

アクアビクス １,７６８ １,５６４ １,２２７ △５４１ 

その他 ６,３１７ ６,０２７ ４,５６２ △１,７５５ 

キッズルーム教室 ７,３８４ ９,４９０ １０,５７９ ３,１９５ 

指定管理業務計 １０６,２３５ １１２,７６３ １１２,７３７ ６,４１２ 

自主事業教室 ３７,３４０ ３５,２４５ ３７,２８７ △５３ 

  

  

  

  

イベント・短期教室 １９,２１５ １６,２５１ １７,１９３ △２,０２２ 

ヨガ １,８２１ ２,６６７ ２,７１２ ８９１ 

土曜泳法 ２,２１３ １,７１７ ２,３４２ １２９ 

その他 １４,０９１ １４,６１０ １５,０４０ ９４９ 

総合計 １４３,６６５ １４８,００８ １５０,０２４ ６,３５９ 
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５．スポーツセンターの管理運営に係る歳入・歳出 

直近３か年度（平成２４年度から平成２６年度）における、スポーツセンターの管理

運営に係る歳入及び歳出の推移は、以下のとおりである。 

 

（１）スポーツセンターの管理運営に係る歳入決算 

スポーツセンターの利用者から徴収する使用料は全て指定管理者の収入となることか

ら、荒川区の歳入歳出決算には反映されない。このため、荒川区の歳入として計上され

るものは、自動販売機貸付料と指定管理料等収益還元である。このうち、自動販売機貸

付料とは、スポーツセンターの施設内に自動販売機の設置を認める対価であり、指定管

理料等収益還元は、指定管理業務の収支が黒字であった場合等に、基本協定書及び年度

協定に基づいて算定した金額を、指定管理者が荒川区に納付するものである。 

自動販売機貸付料は年間７百万円前後が計上されているが、指定管理料等収益還元は

平成２５年度のみ計上されている。これは、平成２４年度においては、使用料の額が基

本協定書及び年度協定に定める基準に達っしなかったことから、荒川区への納付が無か

ったことによるものである。平成２６年度においては、収支報告の確定及び精算が遅延

し、平成２６年度決算時においてもなお納付額が確定しなかったことによる。なお、平

成２７年１１月２５日において、平成２６年度分の収支報告が確定したとして、平成２

６年度分の指定管理料等収益還元として３,８０５千円が荒川区に納付されている。 

 

【歳入決算】                          （単位：千円） 

款項目節 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

（款）諸収入（項）雑入（目）雑入（節）施設収入 

 自動販売機貸付料 ６,８７９ ７,２３８ ７,１９５ 

指定管理料等収益還元 － ４,８３９ － 

歳入額合計 ６,８７９ １２,０７７ ７,１９５ 

 

 

（２）スポーツセンターの管理運営に係る歳出決算 

① 歳出決算の概要 

現在の所管課であるスポーツ振興課は、平成２６年度の組織改正により、それまでの

教育委員会事務局社会体育課を廃止し、地域文化スポーツ部に新設された課である。こ

のため、平成２５年度までは教育費の一部として予算編成されていたが、平成２６年度

からは総務費の一部として予算編成されている。 

スポーツセンターの管理運営に係る歳出の合計は、例年１億円前後で推移しており、
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平成２６年度においては９９,９０３千円である。日常的なスポーツセンターの管理運

営には指定管理者の職員が従事しているものの、スポーツセンターを用いた施策の企画

立案や施設の大規模修繕、指定管理業務の執行管理等に関しては、スポーツ振興課の職

員が担うこととなり、人件費が発生するはずであるが、スポーツ振興課の職員人件費に

ついては、スポーツ振興総務費にまとめて計上されていることから、当該決算額には含

まれていない。このため、歳出決算額の大半を委託料が占める形となっている。 

また、歳入額合計と歳出額合計との差額は、９千万円から１億円程度のマイナスであ

り、平成２６年度においては、指定管理者からの指定管理料等収益還元が納付されてい

ないこともあり、９２,７０８千円のマイナスであった。 

 

【歳出決算】                          （単位：千円） 

款項目節 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

（款）総務費（項）スポーツ振興費（目）スポーツ施設費 

 １．管理運営費 

 （節）報償費 ３４３ ４６ ４６ 

（節）需用費 ４ ０ ９１３ 

（節）委託料 ９２,３３９ ９８,２２８ ９８,２６８ 

（節）使用料及び賃

借料 
１ － － 

（節）備品購入費 － ２,８５９ ６７５ 

２．営繕費 

 （節）委託料 － ９４５ － 

（節）工事請負費 ６,５６４ １６,０００ － 

歳出額合計 ９９,２５２ １１８,０８０ ９９,９０３ 

 

歳入額合計－歳出額合計 △９２,３７３ △１０６,００３ △９２,７０８ 

（注）平成２５年度までは、「（款）教育費（項）社会体育費（目）体育施設費」。 

 

② 報償費及び需用費 

報償費は、指定管理者の実績評価を行う実績評価委員会等の委員報酬であるが、平成

２４年度は、平成２５年度からの新たな指定期間を担う管理者を選定するために、指定

管理者選定委員会の開催日が多くなったことから、他の年度と比べて増加している。 

需用費は、例年、実績評価委員会等の飲み物代が中心であるが、平成２６年度は、ス

ポーツセンター用に次の物品を購入していることから、他の年度と比べて増加している。 
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【平成２６年度における需用費執行額の内訳】 

区分 金額（千円） 

飲料水（実績評価委員会） ０ 

空手用ジョイントマット ４５６ 

卓球用防球フェンスカバー、得点板 ４５５ 

合計 ９１３ 

 （注）飲料水（実績評価委員会）の執行額は９６０円。 

 

③ 委託料 

委託料の内訳は次表のとおりである。複数の項目に分かれているものの、全て指定管

理業務に対する対価であり、支払先は指定管理者であるＴＭ共同事業体である。 

「ア．指定管理料」は、スポーツセンターの利用料金収入だけでは施設全体での管理

運営費を賄えないことから、毎年度、指定管理者から提出される収支予算を踏まえて、

荒川区が所要額を算定し交付するものである。また、１件につき１００万円以下の修繕

工事については、荒川区の承認の下、指定管理者が実施し施工業者への支払いも行うが、

当該修繕費相当額については、後日、指定管理料の名目（「イ．指定管理料（修繕費分）」）

にて指定管理者に交付される。 

「ウ．駐車場管理」は、スポーツセンターの自動車駐車場に入出場する際の管理ゲー

トを含む駐車場管制装置が故障したため、利用者の多い土、日、祝日のみ、指定管理者

の職員を配置し、案内及び誘導等の業務を行うこととしたものである。平成２７年２月

から本件委託が開始されており、平成２６年度は２ヶ月分が計上されている。なお、平

成２７年１０月に、当該駐車場管制装置の修繕工事が実施されたことから、新装置の安

定稼働を待って、本件業務は終了している。 

「エ．氷蓄熱槽液漏れ原因調査」は、スポーツセンターに導入している氷蓄熱空調設

備の氷蓄熱槽に液漏れが発生したことから、その原因調査を指定管理者に依頼したもの

である。 

「オ．前受金（回数券利用分）」は、平成１８年度以前（指定管理制度導入前）に、

荒川区が販売した個人使用回数券の使用分を精算するためのものである。当該回数券に

は有効期限が定められていなかったことから、現在でも、スポーツセンターにて利用で

きるが、そのままでは指定管理者は利用の対価を得られないこととなる。このため、指

定管理者からの請求に基づき、各年度において実際に利用された金額を、荒川区から指

定管理者に支払っている。ただし、平成２６年度においては、「Ⅲ．団体利用、個人利

用及び教室講座関連 １．団体利用及び個人利用に関する事項について」に後述するよ

うに、指定管理者が請求行為を失念していたことから、支払額は発生していない。 

「カ．休業補償」は、平成２５年度において、大体育室の照明装置交換工事に伴う休

業（３日間）が発生したことから、その補償額を指定管理者に支払ったものである。 
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【委託料の内訳】                        （単位：千円） 

種別 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

ア．指定管理料 ７９,１８８ ８４,９７０ ８３,６２２ 

イ．指定管理料（修繕費分） １２,９９９ １２,９９８ １３,３６９ 

ウ．駐車場管理 － － ２０３ 

エ．氷蓄熱槽液漏れ原因調査 － － １,０７１ 

オ．前受金（回数券利用分） １５２ １３８ － 

カ．休業補償 － １２１ － 

合計 ９２,３３９ ９８,２２８ ９８,２６８ 

 

④ 備品購入費 

備品購入費は３万円以上の物品を購入する際の費目である。平成２５年度においては、

プール更衣室用ロッカー及び自動体外式除細動器（ＡＥＤ）等を購入したものであり、

平成２６年度においては、温水プールにて、水中に沈めて水深を浅くするための台であ

るプールフロアを購入している。 

 

【備品購入費の内訳】                     （単位：千円） 

種別 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

プール更衣室用ロッカー － ２,７２８ － 

自動体外式除細動器 － ８２ － 

エレベーターチェア － ４８ － 

プールフロア（その１） － － ３５２ 

プールフロア（その２） － － ３２３ 

合計 － ２,８５９ ６７５ 

 

⑤ 営繕費 

平成２４年度においては、プール更衣室冷暖房機及び防火ダンパー取替工事等が、平

成２５年度においては、大体育室照明用器具改修工事が実施されている。なお、平成２

６年度においては、営繕費から執行されるような大規模工事は実施されていない。 

 

【営繕費の内訳】                       （単位：千円） 

種別 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

プール更衣室冷暖房機及び防火ダン

パー取替工事 

４,９３５ － － 

プール更衣室防火戸改修工事 １,６２９ － － 
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大体育室照明用器具改修工事に係

る非構造部材調査委託 
－ ９４５ － 

大体育室照明用器具改修工事 － １６,０００ － 

合計 ６,５６４ １６,９４５ － 
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第三 監査の結果及び意見 

Ⅰ．指定管理者のモニタリング・収支報告等 

１．荒川区への報告事項の整理及び報告の徹底について 

（１）基本協定書の構成と荒川総合スポーツセンター業務水準書 

荒川区と指定管理者との間で締結されている基本協定書は、本文、供用備品現在高調

書（別紙１）、荒川総合スポーツセンター業務水準書（以下「業務水準書」という。）

（別紙２）から構成されている。別紙１の供用備品現在高調書は、指定管理業務の対象

として指定管理者に管理を委ねる物品のリストであり、現指定期間の開始直前である平

成２５年３月３１日現在で作成されている。また、別紙２の業務水準書は、指定管理者

に委ねる業務の細目について定めるものであり、指定管理者がスポーツセンターの管理

運営を行うにあたっては、業務水準書の他、関連法令等を遵守し、適正な管理を行うこ

とが求められている。 

特に、業務水準書「２ 本書の位置づけ」において、当該業務水準書は、「荒川区が

スポーツセンターの管理運営を行う指定管理者を選定するにあたり、交付する公募要項

と一体のものであり、指定管理者が管理運営業務を実施するに関しての本区が要求する

水準を示すものです。指定管理者には、現在より低コストでサービス水準の向上を期待

しており、本書の水準を満たす限りにおいて自由に事業計画を立てられるものとします

が、その際は公募要項等により示された諸条件を必ず遵守し、その他内容についても充

分留意してください。また、本書の水準を考慮したうえで同等以上の業務水準を自ら設

定するとともに、サービスを効率的・効果的に実施できるよう提案を求めるものです。」

と記載されており、当該業務水準書に定める内容は、指定管理者が業務を実施する上で

必須のものと位置付けられている。 

 

【基本協定書の構成】 

１．本文（抜粋） 

荒川総合スポーツセンターの管理に関する基本協定書 

 

 荒川区教育委員会（以下「甲」という。）とＴＭ共同事業体（以下「乙」という。）

とは、次のとおり荒川総合スポーツセンター（以下「スポーツセンター」という。）の

管理に関して基本協定書（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

第１章 総則 

第１条から第５条 略 

（管理物件） 
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第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物

品からなるものとし、その内容は、次のとおりとする。 

（１）管理施設 荒川総合スポーツセンター 東京都荒川区南千住六丁目４５番５号 

（２）管理物品 備品一覧表（別紙１）のとおり 

２ 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。 

第７条 略 

 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

（本業務の範囲） 

第８条 本業務の範囲は、条例第７条に規定する次の業務とする。 

（１）スポーツセンターの施設及び附帯設備の使用に関する業務 

（２）スポーツ及びレクリエーションの普及・振興に関する業務 

（３）利用の承認及び利用の不承認に関する業務 

（４）利用料金の収受、減免及び還付に関する業務 

（５）利用承認の取消し等に関する業務 

（６）スポーツセンターの施設等の維持管理に関する業務 

（７）その他スポーツセンターの管理に関し、甲が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、荒川総合スポーツセンター業務水準書（別紙２）

（以下「水準書」という。）に定めるとおりとする。 

第９条から第１２条 略 

（本業務の実施） 

第１３条 乙は、本協定、年度協定及び法令のほか、募集要項等に従って本業務を実施

するものとする。 

２ 本協定、年度協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協

定、年度協定、募集要項等の順にその解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、提案書において水準表を上回る水準が提案されている場

合は、提案書に示された水準によるものとする。 

以下 略 

（注）下線は監査人が付記。 

 

２．供用備品現在高調書（抜粋） 

供用備品現在高調書            別紙１ 

平成２５年３月３１日現在 

 

品 名 規 格 現在高 摘 要 

片袖机 １,０００×７００×７００ ２４  
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平机 １,０００×７００×７００ ３  

両袖机 １,４００×７００×７００ １  

（以下、略）    

    

 

 

 

３．業務水準書（目次のみ掲載。頁数は略。） 

別紙２ 

荒川総合スポーツセンター 業務水準書 

 

目次 

第１ 総則 

 １ 基本となる指針 

 ２ 本書の位置付け 

第２ 業務の範囲 

 １ 基礎的事項に関する指針 

 ２ 維持管理に関する業務水準 

 ３ 運営に関する業務水準 

 ４ 事業に関する業務水準 

第３ その他 

 １ 留意事項 

 

 

（２）荒川区への報告事項等について 

指定管理者による業務が適切に実施されていることを把握し、確認する手段として各

種の報告・承認事項が定められている。 

 

① 事業計画書 

基本協定書第２６条において、指定管理者は、毎年度、提案書の内容を反映した事業

計画書を荒川区に提出し、承認を得ることとされている。また、業務水準書において、

維持管理業務に係る業務計画書には、実施体制及び実施工程等の必要事項を記載するこ

ととされている。 
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【基本協定書】 

（事業計画書の提出等） 

第２６条 乙（指定管理者）は、毎年度甲（荒川区）が指定する期日までに提案書の内

容を反映した事業計画書を提出し、甲の承認を得なければならない。 

２ 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙との協議により決定す

るものとする。 

（注）（荒川区）及び（指定管理者）の表記は、監査人が付記。 

 

② 事業報告書等 

基本協定書第２７条において、指定管理者は、所定の月次報告事項を翌月２０日まで

に文書で荒川区に報告するとともに、所定の年次報告事項を毎年度終了後６０日以内に

荒川区に提出するととされている。また、業務水準書において、日次報告書及び四半期

報告書の作成を求めている。 

 

【基本協定書】 

（事業報告書等） 

第２７条 乙（指定管理者）は、月ごとの本業務（自主事業を含む。）に係る次に掲げ

る事項を、翌月２０日までに文書で甲に報告しなければならない。 

 （１）本業務の実施状況 

（２）施設の利用状況（利用者数、利用団体数、事業参加者数等） 

 （３）利用料金、事業参加料等収入の実績 

 （４）管理経費の支出状況 

 （５）修繕実績 

 （６）アンケート等利用者の意見、要望等の状況 

 （７）その他甲がスポーツセンターの管理運営の実態を把握するために必要と認める

事項 

２ 乙は、当該年度の本業務に係る前項各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成

し、毎年度終了後６０日以内に甲に提出しなければならない。 

（以下、略） 

（注）（荒川区）及び（指定管理者）の表記は、監査人が付記。 

 

 

  



テーマ 荒川総合スポーツセンターの管理運営について 

33 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）報告事項及びその提出状況  

基本協定書及び業務水準書において定める荒川区への報告事項について、その提出状

況は次のとおりであった。 

 

【基本協定書に定める事項】 

種別 報告 

期限 

報告事項 荒川区への 

提出状況 

月次報告書 翌月 

２ ０ 日

まで 

①本業務の実施状況 

②施設の利用状況（利用者数、利用団体数、事

業参加者数等） 

③利用料金、事業参加料等収入の実績 

④管理経費の支出状況 

⑤修繕実績 

⑥アンケート等利用者の意見、要望等の状況 

⑦その他甲がスポーツセンターの管理運営の実

態を把握するために必要と認める事項 

未提出（※１） 

事業報告書 

 

毎 年 度

終 了 後

６ ０ 日

以内 

同上。 提出済（※２） 

※１：「電気・ガス・上下水道使用量 料金表」のみ提出されている。 

※２：提出されているが、後述のとおり誤りがある。 

 

【業務水準書に定める事項】 

種別 報告 

期限 

報告事項 荒川区への 

提出状況 

日次報告書 翌日 ①内容に関してのモニタリング手法に基づいた

結果の報告 

②報告された偶発事象とその対応の報告 

③不具合事象及び質の低下事象の報告 

④運営の機能上影響を生じたケースの報告 

⑤光熱水費や利用料金等の変動要素の報告 

⑥修繕費、リース料等の精算額の報告 

未提出（※３） 
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⑦支払額・精算額・減額等の計算書 

月次報告書 月末から

１０日以

内 

同上。 未提出（※１） 

四半期報告

書 

四半期経

過後、 

２週間以

内 

①管理運営状況 

②利用状況 

③利用料金等収入状況 

④管理運営に要した経費等の収入状況 

未提出 

年度報告書 毎年度終

了後、 

１ヶ月以

内 

同上。 提出済（※２） 

※１：「電気・ガス・上下水道使用量 料金表」のみ提出されている。 

※２：提出されているが、後述のとおり誤りがある。 

※３：「日常点検記録簿」のみ提出されている。 

 

 

（２）報告事項の徴収の徹底について  

基本協定書においては、月ごとの月次報告書と年度単位での事業報告書の提出を求め

ているが、実際には、月次報告書は提出されておらず、毎月の光熱水費使用量と料金が

記載された「電気・ガス・上下水道使用量 料金表」が提出されているのみである。ス

ポーツ振興課によれば、平成２５年度までは利用状況や収支状況を取り纏めた月次の業

務報告書を提出していたものの、平成２６年度以降は受領していないとのことであり、

取り止めた理由や経緯について、事実関係を記載した記録や上長が承認したことを示す

文書等は存在しなかった。この状況は監査実施時点においても継続している状況であっ

た。 

また、業務水準書においては、月次と年度の報告書の他、日次報告書及び四半期報告

書の提出を求めているが、実際には日次報告書及び四半期報告書は提出されておらず、

スポーツセンター内の設備の異常の有無を職員が巡視した結果を記載した「日常点検記

録簿」が日々提出されているのみである。日次報告書及び四半期報告書について提出を

受けていない理由や経緯についても、事実関係を記載した記録や上長が承認したことを

示す文書等は存在しなかった。 

スポーツ振興課の担当者と指定管理者とは、毎週１回定例会を開催する等、多頻度で

の接触を行っており、情報共有は密にされているものと推測されるが、一方で、スポー

ツセンターの運営実態を把握し、適切に指定管理者の管理運営状況をモニタリングする
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ためには、利用者数や収支状況等の計数的な情報も当然必要となるものである。仮に、

実態からして不要と判断される報告事項があれば、スポーツ振興課もしくは地域文化ス

ポーツ部内において所要の決裁を受けた後、指定管理者との間で、当該報告事項の廃止

等を定めた覚書もしくは基本協定の変更を行うべきである。 

現状は、特段の承認行為等なしに基本協定書の定めに反する状態となっており、不適

切な状態にあると言わざるを得ない。今後、報告を求めるべき事項として基本協定書及

び業務水準書等に定めた事項については、指定管理者のモニタリングの一手段として、

必ず提出を求める必要がある。 

 

（３）受領した報告事項の内容確認の実施について  

指定管理者より提出された「平成２６年度 年度報告書」を確認したところ、教室講

座に関する受講数及び開催数に関する報告内容が、平成２５年度のものであった。この

ため、区勢概要に記載されているスポーツセンターの教室受講者数との間に齟齬が生じ

ていたものの、今般の監査にて判明するまでスポーツ振興課は認識していない状況であ

った。 

また、基本協定書上、事業報告書の報告事項の一つとして定められている「⑥アンケ

ート等利用者の意見、要望等の状況」に関連して、利用者アンケートの結果を取り纏め

た「平成２６年度 荒川総合スポーツセンター動態調査報告書」（以下「動態調査報告

書」という。）についても、表紙は平成２６年度となっているが、内容は全て前年度の

ものであった。これについても、今般の監査にて判明するまでスポーツ振興課は認識し

ていない状況であった。動態調査報告書は、利用者属性の統計や利用状況、利用者の意

見や要望を知ることができる点で、施設管理や利用者サービスの向上にあたって有用な

情報であるが、現状、指定管理者から適切な情報提供が行われていないことに加え、上

記情報を受領したスポーツ振興課も、内容の確認・分析が不十分であった。 

特に、利用者に対するアンケート調査については、指定管理者自身が、セルフモニタ

リングの手段として重視しており、事業計画書おいても、「セルフモニタリング（利用

者アンケート）を実施し自己評価を行い、施設利用者の声を施設運営に反映」させる旨

を明記しているものであるが、これが適切に実施されたことに疑義を抱かざるを得ない。 

これ以外にも、事業計画書及び年度報告書等を閲覧している中で、次のような誤りが

見られた。 

 

【事業計画書】 

○「収支計画書」において、収入内訳の利用料金収入の年度合計が７２,９９７,２１６

円と記載されているが、７２,９７７,２１６円の誤りである。 

○同収支計画書において、第３四半期の自主事業収入１,８９０,６３２円は３,９９６,
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２６７円の誤りである。 

 

【年度報告書】 

○「年度別歳入推移表」の個人利用料収入、団体貸切利用料収入と収支報告の数値が一

致していない。同様に、教室受講料についても、教室等事業収入、キッズルーム収入、

自主事業収入と収支報告とが一致していない。 

○「年度別使用者推移表１」において、以下の誤りがある。 

 ・平成２５年度及び平成２６年度の個人利用者合計に利用料免除者数がダブルカウン

トされている。 

 ・平成２６年度のキッズルーム無料開放の利用者数が１,１５７人と記載されている

が、１１,５７９人の誤りである。 

 ・「４．利用料免除者利用状況」の平成２４年度における「その他・高齢」が４４,

０５０人となっているが、４７,６９３人の誤りである。 

○「月別使用者状況」については、それぞれの項目の合計及び前年度実績が、「年度別

使用者推移表１」の人数と一致していない。 

○「個人使用状況」のトレーニングルームや温水プールの計は、前年度（平成２５年度）

実績の人数となっている。 

【収支報告（平成２６年度ＴＭ共同事業体予実対比）】 

○キッズルーム収入の当月入金分の通期計が４８,７９３,９１０円と記載されているが、

７,６７３,７４０円の誤りである 

 

スポーツ振興課職員へのヒアリングを踏まえると、指定管理者から提出される詳細な

利用者数や利用件数（施設別、月別、曜日別、講座別等）のデータを含む報告事項につ

いて、十分な内容確認を行わずに受領しており、その後においても、当該データを分析

することにより施策の企画立案等に反映させる等の活用がなされていないものと思料さ

れる。本来、荒川区への事業計画書や年度報告書に記載される実績金額や利用者数の推

移等は重要なデータであるため、指定管理者は、これらの書類について正確な報告をす

べきであるが、一方で、スポーツ振興課においても、報告事項の内容を確認し、誤りが

あれば訂正を求めることは当然の責務である。 

スポーツセンターの指定管理業務に係る報告事務が毎週の運営会議での報告のみで処

理されており、基本協定書等における定めが形骸化している状況である。今後、基本協

定書等に定める各種報告がなされた場合には、受領したものをそのままファイリングす

るのではなく、必要な事項が記載されているか確認するとともに、他の資料間との整合

性の検証や指定管理者への口頭確認等を通して、受け取るに足ると判断できるものを受

領する必要がある。 
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（４）報告事項の再検討について  

基本協定書と基本協定書の別紙である業務水準書の双方において、月次報告書と年度

単位での事業報告書（年度報告書）の記載があるが、各々の報告事項は、基本協定書の

定めと業務水準書の定めとで異なっている。加えて、業務水準書上、月次報告事項の一

つとして定められている「①内容に関してのモニタリング手法に基づいた結果の報告」

について、スポーツ振興課に説明を求めたものの、具体的に想定する報告事項は不明で

あった。また、報告期限についても、基本協定書においては、月次報告書は「月末から

２０日以内」に、事業報告書は「毎年度終了後、６０日以内」に荒川区に提出する旨を

定めているが、一方で、業務水準書においては、月次報告書は「月末から１０日以内」

に、年度報告書は「毎年度終了後、１ヶ月以内」に提出する旨定めており齟齬がある状

態である。 

前述のとおり、指定管理業務に係る報告事務が著しく形骸化しているものと言わざる

を得ない状況であり、現在報告事項として定めている事項の中にも、内容及びその頻度

等が実態に沿っていないものがあるおそれもある。しかし、何の目的で利用するために

報告を求めるのか明確になっていなければ、その適否が判断できない。今後、速やかに、

スポーツセンターの指定管理業務において、各種報告事項を徴収する目的、その利活用

の方法、報告内容及び報告頻度について見直した上で再検討し、改めて基本協定書及び

業務水準書等に、報告事項を明確に定める必要がある。 

また、例えば、基本協定書に定める事業報告書の報告事項について７項目が定められ

ているが、実際の報告は、「①本業務の実施状況」、「②施設の利用状況（利用者数、

利用団体数、事業参加者数等）」及び「③利用料金、事業参加料等収入の実績」は年度

報告として提出され、それ以外の「④管理経費の支出状況」、「⑤修繕実績」及び「⑥

アンケート等利用者の意見、要望等の状況」等は個別に提出されている。これらについ

ても、漏れが無いよう、事業報告書として一体での報告を求めるよう改善することが望

ましいものと考える。 

 

 

（５）指定管理者への再発防止の要請について  

基本協定書等に定める報告事務が適切に行われていない状況は、スポーツ振興課の認

識不足が一因であるが、報告主体であるＴＭ共同事業体も当然責任を有する。今般の監

査で認識された年度報告事項の報告誤りや各種報告事項の未提出等については、毎週の

運営会議のみに頼ることなく、その再発防止策を指定管理者側に求める必要がある。 

スポーツセンターの指定管理業務のうち、収支管理や荒川区への各種報告事務は、全

て館長の業務とされているが、館長は他の管理業務を担うだけでなく、必要がある場合



テーマ 荒川総合スポーツセンターの管理運営について 

38 

には、教室講座の講師としても従事しており、業務が過度に集中したことが、その一因

と考えられる。これを業務方法の改善で対応するのか、館長を補佐するスタッフの増員

等で対応するのかは指定管理者に委ねられるところであるが、いずれにしても、荒川区

として、再発防止策を要請し、その改善状況を把握する必要がある。  



テーマ 荒川総合スポーツセンターの管理運営について 

39 

２．荒川区への収支報告の考え方の整理等について 

（１）共同事業体の性格 

スポーツセンターの指定管理者であるＴＭ共同事業体は、株式会社東京アスレティッ

ククラブと三菱電機ビルテクノサービス株式会社との共同事業体である。株式会社東京

アスレティッククラブと三菱電機ビルテクノサービス株式会社は、「荒川総合スポーツ

センター指定管理者共同事業体基本契約書」を締結し、両社を構成員とするＴＭ共同事

業体を結成するとともに、代表企業を株式会社東京アスレティッククラブと定めている。

また、ＴＭ共同事業体の荒川区との全般的な交渉窓口業務や各種報告書の作成業務、経

理業務等については、代表企業である株式会社東京アスレティッククラブが担うものと

されている。 

共同事業体とは、複数の事業者（会社）が個々の事業組織を維持しながら、特定の目

的を達成するために、協定等を取り交わし、協働して一つの事業を営む団体の一種であ

る。法的には民法上の組合契約と解されており、共同事業体に法人格は無く、その債務

は組合員全員に合有的に帰属し、組合財産が引当てとされる。また、共同事業体の構成

員が会社の場合、商法上の商人であることから、会社が共同事業体を結成して共同事業

体の事業を行う行為は、構成員である会社が自らの商行為により負担した債務であり、

各自、連帯債務を負担することとなる。加えて、共同事業体は民法上の組合契約である

ことから、共同事業体自体が納税義務を負うことは無く、共同事業から生じた利益又は

損失は、事前に定めた負担割合等に応じて各構成員に分配される。 

 

 

（２）指定管理者からの収支報告 

基本協定書によれば、指定管理者は、毎年度終了後６０日以内に、利用料金、事業参

加料等収入の実績と管理経費の支出状況を荒川区に報告する旨定められているが、報告

の様式等は定められていない。指定管理者であるＴＭ共同事業体からは、次のような収

支報告が提出されており、スポーツ振興課も基本協定書にて求めている報告事項として

受領している。ちなみに、当該収支報告は、当然、ＴＭ共同事業体としての収支報告で

ある。 

当該収支報告によれば、指定管理業務の収入額２４２,５８５千円に対して支出額は

２４３,０２６千円であり、収支差は４４０千円の赤字である。また、自主事業の収入

額２４,８８０千円に対して支出額は１６,８２８千円であり、収支差は８,０５１千円

の黒字である。結果、指定管理業務と自主事業とを合わせた収支差は７,６１０千円の

黒字である。ただし、当該収支報告には、基本協定書第１５条に基づき指定管理者が実

施する１件１００万円以下の修繕工事に係る修繕費１３,３６９千円と、その対価とし

て荒川区から受け取る同額の指定管理料収入は、実質的に指定管理者の負担とならない
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ことから計上されていない。また、利用料金に係る前受金（当該年度中に利用者等によ

り支払われた利用料金収入のうち、翌年度の利用に伴う利用料金）については、純額を

もって利用料収入に計上されている。具体的には、前年度に受け取った平成２６年度の

前受金収入（１２,６１１千円）と翌年度の施設利用等の対価として、平成２７年度に

繰り越す前受金支出（１２,４１６千円）との差額１９５千円を、年度内の利用料収入

に加算する形を採っている。 

 

 【指定管理者から提出された収支報告】                        （単位：円） 

項目 平成２６年度 

  収入 １．指定管理料収入 ８４,８９８,０６７ 

  ２．利用料収入 １５６,７１３,０７０ 

  ３．その他 ９７４,５６６ 

指 収入合計 ２４２,５８５,７０３ 

  支出 １．人件費 ７１,６５６,８８０ 

定 ２．光熱水費 ６０,４３８,９００ 

  ３．委託費 ４０,９１４,５５１ 

管 ４．賃借料 ３,３０７,９４０ 

  ５．通信費 ３７５,８９５ 

理 ６．消耗品費 ６,８９９,１１３ 

  ７．印刷製本・広告代金 １,０６３,７２０ 

業 ８．指定管理者保険 ４０１,１２０ 

  ９．公租公課 ７,３４０,８９７ 

務 １０．雑費 １,８４１,１６９ 

  １１．共同事業体本部経費 １,４８１,１４８ 

  １２．教室等事業支出 ４２,６０２,４００ 

  １３．キッズルーム支出 ４,７０２,７２９ 

  支出合計 ２４３,０２６,４６２ 

  収支差（指定管理業務） △ ４４０,７５９ 

  収入 １．新規教室事業収入 １４,１０１,２１０ 

自 ２．貸ロッカー １５８,９１０ 

  ３．イベント事業 １０,６２０,０３０ 

主 収入合計 ２４,８８０,１５０ 

  支出 １．新規教室事業委託費 ９,７０５,８８０ 

事 ２．貸ロッカー ０ 

  ３．イベント事業 ７,１２２,６００ 
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業 支出合計 １６,８２８,４８０ 

  収支差（自主事業） ８,０５１,６７０ 

総収支差 ７,６１０,９１１ 

  （注）指定管理者から提出された「平成２６年度 ＴＭ共同事業体 予実対比」を、監査人が

決算額のみを集約表示。 

 

 

（３）実績評価委員会用に提出された決算書 

荒川区では、指定管理者による施設の管理やサービス提供の状況を把握し、評価し、

必要に応じて指示・改善指導等を行うことによって、継続的な改善を促し、区民サービ

スの一層の向上を図るとともに、より良い管理運営が行われるよう、定期的に実績評価

を行っている。スポーツセンターに関しても同様であり、ＴＭ共同事業体より提出され

た収支報告等を基礎として、実績評価委員会にて評価がなされている。 

前記のとおり、現状、指定管理者から荒川区への収支報告については、報告書の様式

等は定められていないが、このうち、「１．人件費」として計上されている７１,６５

６,８８０円は常勤職員の給与原資相当額として各構成員に支払った額であり、「１２．

教室等事業支出」、「１３．キッズルーム支出」、自主事業の「３．イベント事業」に

も、非常勤の職員や講師に対する給与等といった人件費に計上されるべきものが含まれ

ている。このため、平成２６年度においては、実績評価委員会の評価に資することを目

的として、指定管理者は、荒川区の要請に基づき人件費の実費を集計の上、支出科目を

実績評価委員会の様式に組み直した「荒川総合スポーツセンター 平成２６年度決算書」

を作成し、実績評価委員会に提出している。 

なお、人件費以外にも、指定管理料収入に駐車場管理及び氷蓄熱槽液漏れ原因調査に

係る指定管理料を含まず、同額を人件費及び委託料から控除している点、利用料金収入

に係る前受金が総額計上されている点等に、指定管理者から提出された収支報告との間

に差異がある。なお、修繕費１３,３６９千円と、その対価として荒川区から受け取る

同額の指定管理料収入が計上されていない点は同様である。 

指定管理者からの収支報告と比べて、人件費を組み直したことにより、指定管理業務

に係る収支差（赤字）が４４０千円から８,００６千円に膨らんでいるが、これは自主

事業の「３．イベント事業」に含まれる人件費を指定管理事業の人件費に組み替えたこ

と等によるものであり、自主事業に係る収支差（黒字）が８,０５１千円から１５,６１

７千円に増加しており、結果として、施設全体の収支差は７,６１０千円の黒字で変わ

っていない。数値の変動は人件費の組替によるものが主であるが、常勤職員の給与原資

相当額として各構成員に支払った額と人件費（実費）との差額については、本部経費に

計上していることから、本部経費は、１,４８１千円から１５,６０６千円に増加してい

る。 
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 【実績評価委員会に提出された決算書】                      （単位：円） 

項目 平成２６年度 

  収入項目 指定管理料 ８３,６２２,８５７ 

  利用料金収入 １５６,５１７,８８０ 

  前受金 １２,６１１,３００ 

  その他 １,０９５,９６６ 

指 収入合計 ２５３,８４８,００３ 

  支出          

（人件費） 

常勤給与 ６６,１５３,５３３ 

定 非常勤給与 ２９,０１５,２８６ 

  法定福利費 １１,２８３,１５８ 

管 その他人件費 ５,３０６,７５５ 

  人件費合計 １１１,７５８,７３２ 

理 支出    

（事務費・

管理費） 

研修費 １０３,０００ 

  消耗品費 ７,３３１,７１０ 

事 印刷製本費 １,０６３,７２０ 

  光熱水費 ６０,４３８,９００ 

業 修繕費 － 

  通信運搬費 ３７５,８９５ 

  委託料 ３９,９７２,７９１ 

  損害保険料 ４０１,１２０ 

  賃借料 ３,３０７,９４０ 

  租税公課 ７,３４０,８９７ 

  雑費 １,７３８,１６９ 

  本部経費 １５,６０６,０１３ 

  前受金（次年度へ） １２,４１６,１１０ 

  管理費合計 １５０,０９６,２６５ 

  支出合計 ２６１,８５４,９９７ 

  収支差額 △ ８,００６,９９４ 

自

主

事

業 

収入 ２４,８８０,１５０ 

支出 ９,２６２,２４５ 

収支差額 １５,６１７,９０５ 

施

設

総収入 ２７８,７２８,１５３ 

総支出 ２７１,１１７,２４２ 
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合

計 
施設全体収支差額 ７,６１０,９１１ 

 

 

（４）指定管理者からの指定管理料等収益還元 

基本協定書第５５条において、各年度の収入の総額が支出の総額を上回る場合、年度

協定において定める額を、指定管理者は荒川区に納付する旨定めている。また、年度協

定第５条において、平成２６年度の収入の総額が、支出の総額を上回る場合は、その２

分の１に相当する額（１,０００円未満の端数は、切り捨てる。）を荒川区に納付する

旨定めている。 

この場合の収入及び支出には、指定管理業務だけではなく自主事業に係る収支も含ま

れることから、仮に「（２）指定管理者からの収支報告」に記載した収支報告を前提と

した場合、総収支差７,６１０千円の２分の１に相当する３,８０５千円が荒川区に納付

される計算となる。 

 

【基本協定書】 

（収益の還元） 

第５５条 乙（指定管理者）は、本協定開始後各年度期間中の、収入の総額が支出の総

額を上回る場合、年度協定において定める額を、甲（荒川区）に納付するものとする。 

 

【年度協定】 

（平成２６年度の収益の還元） 

第５条 基本協定第５５条の規定に基づき、平成２６年度の収入の総額が、支出の総額

を上回る場合は、その２分の１に相当する額（１,０００円未満の端数は、切り捨て

る。）を甲（荒川区）に納付するものとする。 

（注）（荒川区）及び（指定管理者）の表記は、監査人が付記。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）共同事業体の収支報告における支出額の取扱いについて 

ＴＭ共同事業体は法人格を有しないことから固有の職員を雇用できない。このため、

本件指定管理業務に従事する職員は、構成員である株式会社東京アスレティッククラブ

もしくは三菱電機ビルテクノサービス株式会社との間で雇用契約を締結し、各構成員か

ら給与等の支払を受けている。一方、その原資として、ＴＭ共同事業体から各構成員に
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対して、毎月、一定額が施設運営費もしくは施設管理費の名目で支払われており、収支

報告上は、この合計額を人件費として計上している。しかし、当該額は事前に見積もっ

た金額であり、必ずしも実際に職員に給与等として支払った「実費」ではない。これは、

教室等事業支出及びキッズルーム支出に含まれている非常勤職員等に対する給与等も同

様である。また、人件費以外にも、収支報告上、委託費として計上されている中には、

各構成員が分担した事務を委託契約と称し、その対価として、ＴＭ共同事業体が各構成

員に支払ったものが含まれる。これらは、原価に利益相当額を加算した所謂「売価」に

て算定されている。 

しかし、共同事業体の構成員間における内部管理上の収支報告であれば問題無いが、

法人格を有さず、外部の第三者に対しては構成員が連帯して債務を負うという共同事業

体の性格を踏まえると、第三者である荒川区に対しては、実費による収支報告がなされ

ることが適切である。特に、スポーツセンターのように、収入の総額が、支出の総額を

上回る場合に、収支差の２分の１に相当する額を荒川区に納付することを定めている場

合、当然、その支出は実費を前提としているものと考えられる。 

このため、荒川区への収支報告においては、人件費は、各構成員が職員に支払った給

与等の額を集計して計上することが必要である。また、現在、各構成員が分担した事務

を、各構成員と共同事業体との間の委託契約と称し、売価にて各構成員に支払ったもの

を委託費として計上しているが、本来、共同事業体とその構成員とは一体であり、共同

事業体が構成員との間で委託契約を締結することは、同一企業が同一契約において双方

の当事者となる自己契約である。このような事務の対価として売価にて精算することは、

これに含まれる利益相当額を、各構成員に対して事前に分配することと同義であり、荒

川区への納付金を算定する基礎となる収支差を過少に計上することとなる。 

平成２６年度における収支報告の具体的な検討結果は後述するが、いずれにしても、

人件費や委託費等の特定の費目に限らず、ＴＭ共同事業体から実費を前提とした収支報

告を求めた上で、これを基礎として、荒川区への指定管理料等収益還元に伴う納付額を

算定し、残余利益について構成員間で分配する形態とすることが適切である。 

 

 

（２）荒川区への報告様式について 

指定管理者によれば、ＴＭ共同事業体に固有の職員が存在せず、全ての事務は各構成

員たる株式会社東京アスレティッククラブもしくは三菱電機ビルテクノサービス株式会

社が実施していることから、収支報告上、人件費を計上する必要は無いとの見解である。 

しかし、第三者である荒川区に対しては、共同事業体と各構成員とは一体であること

から、各構成員に雇用された職員に対する給与等は人件費として報告されることが適切

であり、実績評価委員会の様式に沿わない積極的な理由は無い。今後、収支報告を実費

とすることと併せて、実績評価委員会の様式に沿って、報告様式についても明確に定め
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ることが望ましい。 

また、実績評価委員会用に提出された決算書においては、指定管理料収入に駐車場管

理及び氷蓄熱槽液漏れ原因調査に係る指定管理料を含まず、同額を人件費及び委託料か

ら控除しているとともに、修繕費１３,３６９千円と、その対価として荒川区から受け

取る同額の指定管理料収入が計上されていない。今後、事業報告書における報告事項の

一つとして位置付ける場合には、指定管理業務に係る収支の総額を一覧として集計する

ことが適切であることから、その点も合わせて明確化することが望ましいものと考える。 

 

 

（３）指定管理者からの収益還元方法の多様化について 

現在、スポーツセンターの管理運営には指定管理者制度が導入されており、民間の能

力の活用による住民サービスの向上と経費の節減などを図っているところである。公の

施設であるスポーツセンターの建物や各種備品類は、荒川区が所有する財産であること

から、少額な修繕工事を除き、設備の修繕工事や備品などの調達は、原則として、荒川

区の責任で行うこととなる。しかし、荒川区の財政状況が厳しい中にあっては、老朽化

した設備の修繕工事や新たな備品類の購入にも予算の制約が大きく影響する。 

指定管理者は公の施設の管理者であることから、本来、設備の大規模改修等の責任を

負うものではないが、利用者へのサービスを向上させるためには、老朽化した設備の修

繕工事や新たな備品類の購入が必要となる場合もあり得る。 

このため、現在、収入の総額が支出の総額を上回る場合、その２分の１に相当する額

を荒川区に納付する形での収益還元方法を採用しているが、これを見直し、施設の安全

確保のための修繕工事や利用者サービスに直結する備品類の新規取得の財源とする場合

には、これを納付金から控除することを認める運用とすることも考えられる。同時に、

指定管理者選定時において、指定管理業務を通して稼得した利益を、納付金ではなく、

備品や設備機器の充実に充当する提案も認めることが考えられる。 

いずれにしても、スポーツセンターは設備の老朽化が進んでいることから、厳しい財

政状況の中ではあるが、利用者の安全や利便性の向上に対応できる方策を柔軟に検討す

ることが望ましいものと考える。 

 

 

（４）利用料金制度を採用する指定管理者からの収益還元の制度化について 

スポーツセンターの指定管理業務においては、収入の総額が、支出の総額を上回る場

合は、その２分の１に相当する額を荒川区に納付する形態での収益還元が定められてい

るが、これは指定管理者公募時における、ＴＭ共同事業体からの提案事項を採用したも

のとのことである。指定管理者制度は民間の能力の活用を目指したものであり、指定管
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理者が利益を獲得することは、その原動力となるものであるが、一方で、公の施設を使

用した収益獲得行為である点を踏まえると、利用料金制度を採用する指定管理者に所定

の利益もしくは収支差が生じた場合に、荒川区もしくは利用者に対する還元を求めるこ

とにも一定の合理性があるものと言える。 

当初の契機は別として、利用料金制度を採用する指定管理者からの収益還元を、荒川

区共通の制度とし、全区的な共通方針を策定した上で運用することが望ましいものと考

える。 

 

 

（５）共同事業体協定書等の入手について 

共同事業体は、通常、代表企業、運営委員会等の設置、各構成員間の事務分担、リス

ク分担割合、費用や利益分配の方法等を定めた協定書等を締結している。スポーツセン

ターの指定管理者であるＴＭ共同事業体は、指定期間を対象とする「荒川総合スポーツ

センター指定管理者共同事業体基本契約書」と、年度毎の「荒川総合スポーツセンター

指定管理者業務年度契約書」を締結している。 

当該協定書等は、通常の会社の定款に相当するものであり、共同事業体を指定管理者

とする場合、当該協定書等を入手し、共同事業体の組織構成、事務分担及びリスク割合

等を把握することが重要である。今後、共同事業体を管理者として指定する場合には、

選定段階で当該協定書等の提出を求めることが望ましい。また、スポーツセンターのよ

うに、既に選定した後の場合であっても、提出を求めることが望ましいものと考える。 
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３．本部経費（本社経費）の積算方針の明確化等について 

指定管理者が指定管理業務を行う際、対象施設で実際に業務をバックアップするため

に、指定管理者の本部もしくは本社が管理業務の一部を担うことが一般的である。具体

的には、職員の労務管理及び給与計算、第三者との契約締結行為、会計処理や出納処理

等が想定されるが、実際に何が含まれるかは、指定管理者内における業務分掌の方針如

何による。このため、指定管理者が業務を行う上で支出する経費として、業務を実施す

る現場にて要する人件費や諸経費の他に、管理費の一部として、所謂、「本部経費」が

発生する。なお、本稿においては、「本部経費」との表現を用いるが、一般的に「本社

経費」と称されるものと同義である。 

指定管理業務について本社が担う管理業務は間接業務であり、指定管理業務以外の業

務と合わせて実施されることが多いことから、明確に指定管理業務に係る管理業務を切

り分けることが困難な場合も少なくない。このため、本部経費についても、対象職員数

や取扱件数等に応じた一定の按分比率を仮定して算出する他無い場合が多く、その金額

は、各指定管理者における実際の業務分掌以外に、本部経費に含める経費の範囲やその

按分方法等の影響を受けることとなる。 

スポーツセンターの指定管理業務においても、荒川区との全般的な交渉窓口業務を始

め、経理業務や契約関係の管理業務等については、代表企業である株式会社東京アスレ

ティッククラブの本社部門が担っており、指定管理者から提出された収支報告において

は、共同事業体本部経費として１,４８１千円が計上され、実績評価委員会に提出され

た決算書においては、本部経費として１５,６０６千円が計上されている。 

 

【本部経費として計上された額】 

指定管理者から提出された 

収支報告 

実績評価委員会に提出された

決算書 
差額 

１,４８１,１４８円 １５,６０６,０１３円 １４,１２４,８６５円 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）本部経費の現状について 

本件指定管理業務のように、収支差が黒字の場合、その一定割合を荒川区に納付する

ことを定めている場合、本部経費の計上額が荒川区への納付額の多寡に影響を与えるこ

とから、本部経費の計上額の根拠や合理性が問題となる。しかし、現在、荒川区におい

ては本部経費の定義が明確となっていないことから、本部経費として何をどれだけ計上

するかは、指定管理者の裁量に委ねられている状況である。 
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共同事業体本部経費（１,４８１千円）の積算根拠について指定管理者に確認したと

ころ、当初は、本部経費には特段の積算根拠や基準等は無く、指定管理業務の状況に応

じて設定しているとの説明であったが、監査の最終段階において、東京アスレティック

クラブ社員（１名）が担当する業務全体の２５％程度を共同事業体にかかる経理の業務

量として想定したものとの回答が、スポーツ振興課を通してなされた。また、実績評価

委員会に提出した決算書においては、１４,１２４千円増加しているが、これは常勤職

員の給与原資相当額として各構成員に支払った額と人件費（実費）との差額を本部経費

に振り替えたものであり、特段、積算根拠や基準等があるものではない。 

一方、本部経費計上額の水準を、収入合計に対する本部経費の割合（以下「本部経費

率」という。）で考えた場合、当初、指定管理者から提出された収支報告（共同事業体

本部経費１,４８１千円）では０.６％に過ぎず、実績評価委員会に提出された決算書（本

部経費１５,６０６千円）でも６.１％である。荒川区が本部経費の範囲を明確化してい

ない以上、人件費から一定額を振り替えた後であっても、必ずしも高額な本部経費を計

上しているものとは言い難い。しかし、いずれにしても、明確な積算根拠が無いままに、

集計方法が相違するとはいえ、異なる２種類の本部経費を計上した収支報告がなされて

いる状況は適切ではない。 

 

【本部経費率の試算】 

勘定科目 金額（円） 本部経費率 

指定管理料収入 ８４，８９８，０６７ 

 

指定管理料収入（修繕費相当） １３，３６９，９６３ 

利用料金収入 １５６，７１３，０７０ 

その他 ９７４，５６６ 

収入合計 ２５５，９５５，６６６ 

①共同事業体本部経費 １，４８１，１４８ ０．６％ 

②本部経費 １５，６０６，０１３ ６．１％ 

（注１）収入合計には、修繕費の財源としての指定管理料収入１３,３６９千円を加算。 

（注２）①は指定管理者から提出された収支報告上の本部経費。 

（注３）②は実績評価委員会用に組み替えられた決算書上の本部経費。 

 

（２）本部経費の積算方針の明確化等について 

本来、ある特定の事業に対して、どの程度の本部経費を負担させるべきかは、各事業

者の規模、組織構成及び管理体制などによって異なる性質のものである。また、複数の

事業に共通的に、もしくは全社的に発生する経費である以上、その額を算定するために

は、一定の仮定を置いた上での配賦計算とならざるを得ない。このため、本部経費の配
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賦額は、多分に各事業者の置かれた環境や経営方針に依存するものとなる。 

荒川区への納付額が指定管理業務の収支差とは関係なく決定されるものであれば、本

部経費の計上額について、各事業者の裁量に委ねても問題は少ないところであるが、本

件指定管理業務のように、収支差の多寡に応じて変動する枠組みとした場合には、収支

差の正確性もしくは妥当性をどのように担保するのかが問題となる。 

この場合、直接、スポーツセンターの現場管理などにかかった経費（直接費）につい

ては、その実在性（実際に発生した経費であるかどうか）について、請求書や領収書な

どといった証拠となる資料を閲覧することなどで確認することが可能である。しかし、

本部経費については、当該経費の実在性のみならず、対象とする経費の範囲及びその按

分方法の考え方、支出総額に占める限度額などが事前に明確になっていなければ、指定

管理者の裁量によるところとなってしまい、その妥当性を検討するのは困難となる。 

現状、合理的な根拠が希薄なまま本部経費が計上されているのが実態であり、このよ

うな状況においては、指定管理者が、荒川区への追加納付額を発生させない（もしくは

減少させる）ために、恣意的に本部経費の計上額を調整する余地がある。今後も、現状

の方法にて荒川区への納付金を算定するのであれば、本部経費の限度額を定めた上で、

本部経費の対象とする経費の範囲及び按分方法の考え方といった本部経費の積算方針に

ついて、事前に指定管理者より提示を受けるとともに、収支報告には、当該積算方針に

沿った内訳書の添付を求める等、本部経費の合理性について、荒川区が一定の心証を得

られるような仕組みづくりが必要である。確かに、本部経費の積算方針や計上額の内訳

に関する情報を入手したとしても、仮定に基づく配賦計算が伴う以上、恣意性を完全に

排除することはできないが、区費を投入している事業である以上、一定程度、その合理

性を検証し得る仕組みづくりを構築する必要がある。 
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４．毎年度の収支計画（予算）の適切な作成について 

（１）収支計画の作成について 

指定管理者は、毎年度、収支計画（予算）を作成して荒川区の承認を得るとともに、

荒川区は、当該収支計画を基礎として、交付する指定管理料を算定する。 

毎年度の収支計画については、例年８月から９月頃より指定管理者が荒川区と打合せ

を行い、１２月に、来年度の指定管理料の額が内定することを受け、最終的な収支計画

を確定している。現在の指定期間が平成２５年度から平成２７年度までであるため、指

定期間１期目の平成２５年度に作成した項目ごとの予算額を基礎として、次年度以降の

予算額を算定している。また、平成２５年度の収支計画は、平成２４年度中に作成する

ため、前指定期間である平成２３年度の実績値に一定の調整を行い作成している。平成

２６年度の収支計画については、基本的には平成２５年度の収支計画を踏襲し、消費税

率が５％から８％に引き上げられたことによる影響額を織り込んで収支計画を作成して

いる。 

また、スポーツセンターの指定管理業務に係る指定管理料は、特定の事業に対して交

付されるものではなく、利用料収入では賄えない不足分を交付していることから、確定

したスポーツセンターの収支計画（予算）の総収支差は０円としている。 

 

 

（２）収支計画と実績との対比 

平成２６年度の収支計画上の予算額と決算額（実績）との予実対比は、次表のとおり

である。なお、実績額は、指定管理者から提出された収支報告である。 

予算額と決算額とを対比すると、支出額よりも収入額について予算額よりも上振れし

ており、指定管理業務に係る収入合計で１０,０６５千円、自主事業に係る収入合計で

４,６５７千円増加している。 

また、予算額と決算額（実績）との差額が２００万円以上のものは、利用料収入、消

耗品費及び新規事業収入の３項目である。利用料収入８,５２１千円の増加は、あらか

わ遊園スポーツハウスの温水プール一時閉鎖に伴う温水プール利用者数の増加、トレー

ニングルームの利用者の増加、バドミントン・卓球・バレーボール・バスケットボール

のサークル等による体育室利用者の増加によるものである。消耗品費２,９５２千円の

増加は、予算で見込んでいなかった壁面塗装工事（１,９６５千円）、スタジオ空調機

修理（９１９千円）等によるものである。自主事業収入の新規事業収入２,７１３千円

の増加は、指定管理者によれば、教室講座受講者の退会者が発生した際に、新規申込者

の勧誘を速やかに行い、タイムラグを短くしたこと等に起因するとのことである。 
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【平成２６年度 予実対比】                   （単位：千円） 

項目 
平成２６年度 

予算額：① 決算額：② 差額：②-① 

  収入 １．指定管理料収入 ８３,６２２ ８４,８９８ １,２７５ 

  ２．利用料収入 １４８,１９１ １５６,７１３ ８,５２１ 

  ３．その他 ７０５ ９７４ ２６８ 

指 収入合計 ２３２,５１９ ２４２,５８５ １０,０６５ 

  支出 １．人件費 ７１,５９７ ７１,６５６ ５９ 

定 ２．光熱水費 ５９,３７４ ６０,４３８ １,０６３ 

  ３．委託費 ３９,９５９ ４０,９１４ ９５４ 

管 ４．賃借料 ３,５０８ ３,３０７ △２００ 

  ５．通信費 ４０７ ３７５ △３１ 

理 ６．消耗品費 ３,９４６ ６,８９９ ２，９５２ 

  ７．印刷製本・広告代金 １,９９３ １,０６３ △９２９ 

業 ８．指定管理者保険 ５６８ ４０１ △１６７ 

  ９．公租公課 ７,６８０ ７,３４０ △３３９ 

務 １０．雑費 ７１５ １,８４１ １,１２５ 

  １１．共同事業体本部経費 １,４８１ １,４８１ ０ 

  １２．教室等事業支出 ４１,８０３ ４２,６０２ ７９９ 

  １３．キッズルーム支出 ４,８８７ ４,７０２ △１８５ 

  支出合計 ２３７,９２５ ２４３,０２６ ５,１０１ 

  収支差（指定管理業務） △５,４０５ △４４０ ４,９６４ 

  収入 １．新規教室事業収入 １１,３８７ １４,１０１ ２,７１３ 

自 ２．貸ロッカー １４２ １５８ １５ 

  ３．イベント事業 ８,６９１ １０,６２０ １,９２８ 

主 収入合計 ２０,２２２ ２４,８８０ ４,６５７ 

  支出 １．新規教室事業委託費 ９,５０８ ９,７０５ １９７ 

事 ２．貸ロッカー １３ － △１３ 

  ３．イベント事業 ５,２９６ ７,１２２ １,８２６ 

業 支出合計 １４,８１７ １６,８２８ ２,０１１ 

  収支差（自主事業） ５,４０５ ８,０５１ ２,６４６ 

総収支差 － ７,６１０ ７,６１０ 

（注１）予算額のうち、端数調整は指定管理業務に係る収入（その他）にて調整してい

る。 

（注２）網掛けは、予算と決算額（実績）との差異が１００万円以上のもの。 
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＝監査の結果及び意見＝ 

 

個人利用料収入、教室等事業収入、キッズルーム収入、教室等事業支出、キッズルー

ム支出の管理運営費、自主事業収入の新規教室事業収入及びイベント事業、自主事業経

費の新規教室事業委託費及びイベント事業といった項目は、毎年充足率（受講率）や単

価設定が変わり得るにも関わらず変更していない。 

また、個人利用料収入について、過去の実績を見ると、年々、個人利用者数は増加傾

向にあり、実際、平成２６年度の個人利用料収入の実績は５１,８７０千円と、予算に

比べて５,５９８千円増加している。今後は、過去の個人利用者数の状況を踏まえて、

毎年度の種目別利用者数を見積もる等、出来る限り精緻な予算編成が望まれる。加えて、

平成２５年度予算編成において武道の小人の単価が１５０円で積算されていたが、２０

０円の誤りである。 

収支計画（予算）は、指定管理者にとっての予算というだけでなく、指定管理料の積

算根拠としての意義も有するものである。毎年度、充足率（受講率）や単価の変更とい

った要因を反映し、より実態に即した予算としなければ、指定管理料交付額の妥当性が

損なわれるおそれがある。今後、指定管理者に対して、速やかな改善を図るとともに、

スポーツ振興課も収支計画（予算）査定を厳密に行う必要がある。 
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５．実績評価委員会に提出された決算書に計上された人件費について 

実績評価委員会に対しては、人件費を実績値に置き換えるとともに、費目を組み替えた

決算書が、ＴＭ共同事業体から提出されている。今回の監査にあたり、当該決算書に計上

されている人件費が、実際に、ＴＭ共同事業体の構成員である株式会社東京アスレティッ

ククラブ及び三菱電機ビルテクノサービス株式会社から職員に支給された額と一致するこ

とを確認するため、両社より賃金台帳一覧表もしくは人件費一覧表の提出を受け、照合し

た。 

実績評価委員会に提出された決算書に計上された人件費の内訳として、荒川区を通して

指定管理者から提示されたものは、次表のとおりである。ただし、下表の人件費には、指

定管理事業の人件費に計上されたもの（１１１,７５８千円）に加えて、自主事業支出に計

上された人件費（非常勤給与相当額：９,２６２千円）を含めて分析している。 

なお、指定管理者の費用構成等を詳細に記載することによる不測の損失を避けるため、

指定管理者からの要望を踏まえ、「５．実績評価委員会に提出された人件費について」、

「６．ＴＭ共同事業体から構成員への支払額の実在性について」においては、個々の構成

員の社名は記載しないものとする。 

 

【人件費の内訳】                       （単位：千円） 

項目 Ａ社 Ｂ社 合計 

常勤給与 ４５,２２８ ２０,９２５ ６６,１５３ 

非常勤給与 ３８,２７７ － ３８,２７７ 

法定福利費 ８,２７３ ３,００９ １１,２８３ 

その他人件費 ５,３０６ － ５,３０６ 

合計 ９７,０８６ ２３,９３４ １２１,０２０ 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）Ａ社に係る人件費 

当初、提出された賃金台帳一覧表を閲覧したところ、本来は集計対象とならない者（非

常勤職員の退職日として、平成２６年３月以前の日付が入っている者）が７０名中１９

名存在した。また、常勤職員の法定福利費には、会社負担分の金額が集計されるべきで

あるが、個人負担である控除額が集計されているように見受けられた。当該賃金台帳一

覧表の正確性に疑義が生じたことから、改めて見直しを依頼したところ、再調査した結

果として金額の報告を受けた。 

その結果、決算書計上額との間に、合計で９,７７０千円の齟齬が生じていることが



テーマ 荒川総合スポーツセンターの管理運営について 

54 

判明した。決算書に計上された額との差異について指定管理者に問い合わせたものの、

組み替えた決算書を作成した際の根拠資料が残されておらず、差異のほとんどが不明の

ままであった。余りにも杜撰なものと言わざるを得ない。今後、収支報告を始めとする

荒川区への報告事項については、後日の見直しや検証に資するよう、根拠資料を整理し

保管することを、指定管理者に強く指導する必要がある。 

このように、実績評価委員会に提出された人件費について、実費としての妥当性が確

認できなかったことから、以後の議論においては、再調査して報告を受けた金額を人件

費の実費とみなして議論を進める。 

 

【決算書計上額と実費データとの整合性】              （単位：千円） 

項目 
決算書計上額：

① 

当初提出され

た賃金台帳一

覧表 

再調査した結果

として報告を受

けた金額：② 

差異：②－① 

常勤給与 ４５,２２８ ４５,２２８ ２７,５３６ △１７,６９１ 

非常勤給与 ３８,２７７ ３８,２７７ ４７,０１２ ８,７３４ 

法定福利費 ８,２７３ ８,２７３ ６,６１６ △１,６５７ 

その他人件費 ５,３０６ ４,００４ ６,１４８ ８４２ 

合計 ９７,０８６ ９５,７８３ ８７,３１４ △９,７７０ 

 

【差異原因に対する指定管理者からの回答】 

１．常勤給与 

差異の原因としては、①非常勤給与と入り繰りがあったのではないかと推測される

こと、②当初提出された賃金台帳一覧表では、他の施設も兼務する運営アドバイザー

の支給額全額が計上されていたが、再調査して報告を受けた金額には、当該運営アド

バイザーの支給額は含めていないこと、が考えられるが、詳細は不明である。 

２．非常勤給与 

当初提出された賃金台帳一覧表の退職日に、平成２６年３月以前の日付が入ってい

る者が７０名中１９名いたが、この点も含めて、差異の原因は不明である。 

３．法定福利費 

個人負担分の法定福利費の金額が集計されていたのではないかと考えられる。 

４．その他人件費 

差異の原因は不明である。 
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（２）Ｂ社に係る人件費 

決算書計上額と人件費一覧表とを照合したところ、１,４８９千円の差異が生じてい

た。これは、Ｂ社から報告を受け、人件費を集計したＡ社の職員が転記を誤り、人件費

を過大に報告したものとのことである。 

 

【決算書計上額と実費データとの整合性】              （単位：千円） 

項目 決算書計上額：① 人件費一覧表：② 差異：②－① 

常勤給与 ２０,９２５ １９,４３５ △１,４８９ 

法定福利費 ３,００９ ３,００９ ０ 

合計 ２３,９３４ ２２,４４４ △１,４８９ 
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６．ＴＭ共同事業体から構成員への支払額の実在性について 

ＴＭ共同事業体から構成員である株式会社東京アスレティッククラブ及び三菱電機ビル

テクノサービス株式会社に対して、分担事務の対価として支払っている項目は、以下の

とおりである。ＴＭ共同事業体は法人格を有さず、これに所属する職員は存在しないこ

とから、各構成員の職員が実際の業務を実施している。このため、その対価として、Ｔ

Ｍ共同事業体から各構成員に支払う金額は多くなり、年間１７８,１８６千円にのぼる。

これは総支出額２５９,８５４千円の約６８％を占める。 

なお、指定管理者の費用構成等を詳細に記載することによる不測の損失を避けるため、

指定管理者からの要望を踏まえ、「５．実績評価委員会に提出された人件費について」、

「６．ＴＭ共同事業体から構成員への支払額の実在性について」においては、個々の構成

員の社名は記載しないものとする。 

 

【ＴＭ共同事業体から各構成員に対する支払】           （単位：千円） 

項目 決算額 

指定管理業務 人件費 ７１,６５６ 

委託費 ４０,９１４ 

共同事業体本部経費 １,４８１ 

教室等事業支出 ４２,６０２ 

キッズルーム支出 ４,７０２ 

指定管理業務計 １６１,３５７ 

自主事業 新規教室事業委託費 ９,７０５ 

イベント事業 ７,１２２ 

自主事業計 １６,８２８ 

総合計 １７８,１８６ 

（注）指定管理者から提出された「平成２６年度 ＴＭ共同事業体 予実対比」より、監査人が

該当項目を抽出して作成。 

 

① 人件費の構成及びその支払先 

人件費の構成は次表のとおりであり、施設運営費、施設管理費、夜間作業立会及び駐

車場誘導にて構成されている。 

いずれもＴＭ共同事業体から各構成員に対する支払であり、施設運営費はＡ社に所属

する常勤職員に対する給料手当及び法定福利費の財源として、ＴＭ共同事業体からＡ社

に支払っているものである。同様に、施設管理費は、Ｂ社に所属する常勤職員に対する

給料手当及び法定福利費の財源として、ＴＭ共同事業体からＢ社に支払っているもので

ある。また、夜間作業立会費及び駐車場誘導についても、一定の作業に対する給料手当
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及び法定福利費の財源として、ＴＭ共同事業体からＡ社及びＢ社に支払っているもので

ある。 

 

【人件費の構成】                        （単位：千円） 

項目 支払先 予算額：① 決算額：② 差額：②-① 

施設運営費 Ａ社 ４８,３９８ ４８,３９８ ０ 

施設管理費 Ｂ社 ２２,２２６ ２２,２２６ ０ 

夜間作業立会費 Ｂ社 ９７２ ８２７ △１４４ 

駐車場誘導 Ａ社 － ２０３ ２０３ 

人件費計 － ７１,５９７ ７１,６５６ ５９ 

 

② 委託費の構成及び支払先 

指定管理業務に係る委託費の構成は次表のとおりであり、維持管理経費、ライフル場

管理者謝礼、産業廃棄物処理費及び氷蓄熱槽調査料から構成されている。いずれもＴＭ

共同事業体から各構成員に対する支払である。 

 

【委託費の構成】                        （単位：千円） 

項目 支払先 予算額：① 決算額：② 差額：②-① 

維持管理経費 Ｂ社 ３８,９７８ ３８,９７８ ０ 

ライフル場管理者謝礼 Ａ社 ３４８ ３４８ ０ 

産業廃棄物処理費 Ｂ社 ６３２ ５１６ △１１６ 

氷蓄熱槽調査料 Ｂ社 － １,０７１ １,０７１ 

委託費計 － ３９,９５９ ４０,９１４ ９５４ 

 

③ その他の費目の支払先 

人件費及び委託費以外では、指定管理業務に係る共同事業体本部経費、教室等事業支

出、キッズルーム支出のうち管理運営費及び定期清掃費、自主事業に係る新規教室事業

委託費、イベント事業が、ＴＭ共同事業体から各構成員に対する支払いである。 

 

【その他の費目】                         （単位：千円） 

項目 支払先 予算額：① 決算額：② 差額：②-① 

共同事業体本部経費 Ａ社 １,４８１ １,４８１ ０ 

教室等事業支出 Ａ社 ４１,８０３ ４２,６０２ ７９９ 

キッズルーム支出 

（管理運営費） 
Ａ社 ４,５７３ ４,５７３ ０ 
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キッズルーム支出 

（定期清掃費） 
Ｂ社 １２９ １２９ ０ 

新規教室事業委託費 Ａ社 ９,５０８ ９,７０５ １９７ 

イベント事業 Ａ社 ５,２９６ ７,１２２ １,８２６ 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

ＴＭ共同事業体が各構成員に支払ったものは、各種事務の実施の財源とするためのも

のであるが、各構成員への支払額よりも、その実施にあたり職員や外部の企業等に対し

て支払った金額が少なかった場合、ＴＭ共同事業体から各構成員への利益分配と同義で

ある。以下、ＴＭ共同事業体から各構成員への支払額と、職員や外部の企業等に対する

支払額との比較分析を行った。 

 

（１）人件費関連計上額の分析 

①Ａ社への支払分 

Ａ社に支払っている施設運営費（人件費）については、交付額４８,３９８千円に対

して、実際に、Ａ社が常勤職員に支払った給料手当及び法定福利費相当額は３４,１５

３千円であり、１４,２４５千円が利益相当額と試算される。また、教室等事業支出４

２,６０２千円、キッズルーム支出の管理運営費４,５７３千円、自主事業に係る新規教

室事業委託費９,７０５千円、イベント事業７,１２２千円の合計額６４,００４千円に

対して、実際に、Ａ社が非常勤職員や外部講師に対する賃金、講師料その他として支払

っている額は５３,１６１千円となっており、１０,８４２千円が利益相当額と試算され

る。なお、駐車場誘導は実費である。 

合計で２５,０８８千円が利益相当額となるが、他の施設も兼務する運営アドバイザ

ーの人件費については、按分が必要となることから、実際の支払額には含めていない。

ちなみに、平成２５年度予算作成時における人件費予算計画書において２,８１３千円

を計上していたことから、仮に、この額を差し引いたとしても２２,２７５千円が利益

相当額と試算される。ただし、今般、実費として集計した人件費には交通費が含まれて

いない（Ｂ社においても同じ。）。 
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【Ａ社に対する支払額】                     （単位：千円） 

項目 構成員への交付額：① 外部への支払額：② 差額：①－② 

施設運営費 ４８,３９８ ３４,１５３ １４,２４５ 

教室等事業支出 ４２,６０２  

 

 

 

 

５３,１６１ 

 

 

 

 

 

１０,８４２ 

キッズルーム支出 

（管理運営費） 
４,５７３ 

新規教室事業委託費 ９,７０５ 

イベント事業 ７,１２２ 

小計 ６４,００４ 

合計 １１２,４０２ ８７,３１４ ２５,０８８ 

 

②Ｂ社への支払分 

Ｂ社に対しては、人件費相当として、施設管理費及び夜間作業立会費を支払っている

が、交付額２３,０５４千円に対して、実際にＢ社が常勤職員に支払った給料手当及び

法定福利費相当額は２２,４４４千円であり、６０９千円が利益相当額と試算される。 

 

【Ｂ社に対する支払額】                      （単位：千円） 

項目 構成員への交付額：① 外部への支払額：② 差額：①－② 

施設管理費 ２２,２２６ 
２２,４４４ ６０９ 

夜間作業立会費 ８２７ 

合計 ２３,０５４ ２２,４４４ ６０９ 

 

 

（２）その他経費計上額の分析 

Ｂ社に対しては、人件費以外に、委託費の維持管理経費、産業廃棄物処理費及び氷蓄

熱槽調査料、キッズルーム支出の定期清掃費を支払っているが、これらの対象となる業

務のうち、卓球場用氷蓄熱点検、トレーニングジム氷蓄熱点検、建築設備定期検査業務

及び特殊建築物定期調査業務以外の業務を、外部の企業に再委託している。 

金額の大きい委託費の維持管理経費及びキッズルーム支出の定期清掃費のうち、外部

の企業に再委託している業務に相当する額は３７,５６１千円であるが、Ｂ社から他の

業者に発注している金額は３１,１８７千円であり、差額の６,３７４千円が利益相当額

と試算される。 
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（３）利益相当額の集計 

これまでに利益相当額と試算した額を合計すると２９,２５８千円であり、仮に、Ｔ

Ｍ共同事業体から各構成員に対して支払った額を、実際に職員もしくは外部の第三者に

対して支払った額（実費）に単純に置き換えた場合、収支報告上、７,６１０千円であ

った総収支差は３６,８６８千円となる。共同事業体としての性格を踏まえると、本来、

構成員間における内部的な利益分配前の収支差を基礎として荒川区への納付額が算定さ

れることが自然であり、この金額の２分の１に相当する１８,４３４千円が納付額とし

て算定されることとなる。 

 

【利益相当額：試算額】                    （単位：千円） 

項目 金額 

人件費（Ａ社） ２２,２７５ 

人件費（Ｂ社） ６０９ 

その他 ６,３７４ 

合計 ２９,２５８ 

（注）人件費（Ａ社）については、他の施設も兼務する運営アドバイザーの人件費相当

額を控除したもの。 

 

しかし、実際には、両社ともに、給料手当及び法定福利費相当額、外部企業への委託

費以外に、福利厚生費、採用費、備品費等を始めとする直接経費が発生しているものと

推測される。このため、より精緻に実費を集計した場合には、利益相当額として試算さ

れた額は、２９,２５８千円よりも少なくなることが考えられる。また、本部経費に相

当するコストも発生しているはずであるが、収支報告上の本部経費（共同事業体本部経

費）１,４８１千円は、Ａ社分だけで考えても僅少であり、かつＢ社分は計上されてい

ない。Ｂ社においても、外部企業への委託業務を管理するコスト等が発生していること

が考えられることから、本部経費が過少となっている可能性はある。 

加えて、当該指定管理業務からは一定の消費税負担額が生じていることが想定される

が、現状、費用として計上されていない。共同事業体の消費税は、各構成員が、その持

分割合又は利益の分配割合に応じて取引を行ったものとして算定し、各構成員が納税す

ることとなる。当該指定管理業務から生じたものと想定される額を合理的に算定の上、

収支報告上、租税公課もしくは本部経費の一部として、指定管理業務の費用とすること

は十分認められる。 

実費の集計方法を確立し、本部経費や消費税負担額についても、その集計範囲や積算

根拠を明らかにした上で計上すべきものを計上した場合には、実費計上した場合であっ

ても、収支報告上における収支差７,６１０千円に近似していく可能性が無い訳ではな
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い。現状、荒川区が本部経費の範囲を明確化していない以上、不当なものと断定するこ

とはできないが、不適切な収支報告がなされているものと考える。 

速やかに本部経費の考え方を整理した上で、指定管理者に実費を基礎とした収支報告

を行うよう求める必要がある。 
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７．発生主義ベースでのコスト試算について 

今般の監査対象であるスポーツセンターの管理運営に関する収支は、区の一般会計に

包含されており、所謂、官庁会計と呼ばれる単式簿記・修正現金主義に基づき決算値が

作成されている。この場合、減価償却費や引当金を中心とする現金の支出を伴わない費

用は計上されない。また、「第二 スポーツセンターの管理運営に係る歳入・歳出」に

て記載したように、スポーツ振興費の中には、荒川区の正規職員の人件費は含まれてい

ない。このため、発生主義ベースでのフルコストの把握を試みることとし、スポーツセ

ンターの管理運営に係るフルコストを試算するとともに、利用料金収入との対比を実施

した。 

荒川区においては、平成２８年度より、所謂「東京都方式」による新地方公会計制度

の導入を予定し、現在、固定資産台帳の整備などを、鋭意進めているところである。し

かし、施設によっては、文書保存年限の関係などにより、取得価額を正確に把握するこ

とが困難なものがあること、また、複数の業務を担当する職員の人件費について、各業

務に按分するための客観的な根拠資料などが存在しないことから、当該コスト分析は、

監査人において、一定の仮定を置いた試算となっている点、留意が必要である。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）各種コストと利用者負担割合の試算 

① 荒川区が直接負担するコストの試算 

スポーツセンターの管理運営に関して、荒川区がどれだけのコストを負担しているの

か把握するため、以下の仮定を置いた上で試算した。 

 

【仮定】 

○ スポーツセンターの管理運営に従事する荒川区職員の人件費については、事務事業

分析シート（平成２７年度）の根拠資料として作成されている「人件費・減価償却

費算出シート」上の人件費の額を計上するものとした。 

○ 退職金及び退職給与引当金繰入額については、データの制約上、省略している。 

○ 固定資産の取得価額については、公有財産台帳及び供用備品一覧表等の荒川区から

提供された資料を基礎とした。耐用年数については、「新地方公会計制度実務研究会

報告書（平成１８年１０月 総務省）」における「基準モデルに基づく財務書類作成

要領」の別表を基礎とし、これに該当の無いものについては、法人税法における減

価償却資産の耐用年数表を参考に設定した。 

○ 償却方法は、定額法による。 
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その結果、平成２６年度において、スポーツセンターの管理運営のために荒川区が直

接負担したコストは１５３,５２２千円であり、利用者一人あたり２５６.８円を、荒川

区は負担したこととなる。 

 

【スポーツセンターの管理運営に係る荒川区のコスト】       （単位：千円） 

区分 金額 摘要 

職員人件費① ４,６３６ 荒川区職員の人件費 

報償費 ４６ 荒川区歳出決算の計上額 

需用費 ９１３ 

委託料 ９８,２６８ 

備品購入費 ６７５ 

物件費計② ９９,９０３ 

 

減価償却費③ 

 

５６,１７７ 

建物（当初建設分）：４７,７７０ 

建物（追加工事分）： ５,１２８ 

備品：３,２７９ 

指定管理料等 

収益還元  ④ 
－ 

指定管理者からの納付金（注）。 

コストのマイナス要因。 

自動販売機 

貸付料  ⑤ 

 

△７,１９５ 

スポーツセンター館内に設置を許可した自動

販売機に係る使用料。 

コストのマイナス要因。 

総合計 

①+②+③+④+⑤ 
１５３,５２２ 荒川区が直接負担するコスト。 

（注）平成２６年度分については、出納整理期間内に金額が確定しなかったため未計上。 

 

利用者数 ５９７,８１１人 

利用者一人あたりのコスト ２５６.８円 

 

② 指定管理者の管理運営費も含めた総コストの試算 

スポーツセンターの管理運営に関しては、「利用料金制と指定管理料との併用制」の

指定管理者制度が導入されていることから、利用者からの利用料金は指定管理者の収入

とされ、荒川区の決算には、直接、利用料金収入や管理運営に要する費用は計上されな

い。しかし、スポーツセンターの管理運営のために、実際、どれだけのコストが発生し

ているかを把握し、利用者から徴収する利用料金の水準の妥当性等を検討するためには、

指定管理者の管理運営費も含めた総コストを把握する必要がある。なお、総コストを試

算するにあたっては、「（１）荒川区が直接負担するコストの試算」にて試算した荒川区

が直接負担するコストに、次の額を加減算した。 
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【加算額】 

 ○ 指定管理者から提出された収支報告における支出額の合計 

  （指定管理業務、自主事業ともに。） 

【減算額】 

 ○ 荒川区から交付された指定管理料を控除。 

 

スポーツセンターの管理運営のために要する総コストは３２８,４７４千円であり、

利用者一人あたり総コストは５４９.５円と試算される。一方、区民等の利用者が、利

用の対価として支払った利用料収入（個人利用料収入、団体貸切利用料収入、教室等事

業収入、キッズルーム収入、新規教室事業収入及びイベント事業）は１８１,４３４千

円であり、一人あたり収入額は３０３.５円である。 

結果、総コストに対する利用者負担率は５５.６％と試算され、スポーツセンターの

管理運営に係る総コストの半分程度を利用者が負担している計算となる。 

 

【スポーツセンターの管理運営に係る総コスト】          （単位：千円） 

区分 金額 摘要 

荒川区が 

直接負担するコスト① 
１５３,５２２  

減算額② △８４,２７９ 荒川区から交付した指定管理料 

 

指定管理者の支出③ 

 

２５９,８５４ 

指定管理者からの収支報告による。 

指定管理業務：２４３,０２６ 

自 主 事 業： １６,８２８ 

総合計 

①+②+③ 
３２８,４７４ 総コスト 

 

利用者数 ５９７,８１１人 

利用者一人あたり総コスト：Ａ ５４９.５円 

利用料収入 １８１,４３４千円 

利用者一人あたり利用料金収入額：Ｂ ３０３.５円 

利用者負担率：Ｂ÷Ａ ５５.６％ 

 

③ 利用区分別総コストの試算 

利用者一人あたりの総コストは５４９.５円と試算されるが、これは多数の利用者が

一つの施設を同時に利用する団体利用、高齢者を中心とする利用料金の免除者を含む個

人利用、講師やインストラクターがつく教室講座を合算し、平均した単価である。また、

大小体育室や武道場といった広い空間を要するものの、特有の管理費がそれ程かからな
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い施設もあれば、温水プールのように、ポンプ及び浄水装置等といった特別の機械装置

を要し、かつ光熱水費が嵩む施設も含まれる。本来、利用料の水準の妥当性等を検討す

るためには、施設や運用実態ごとに異なるコスト構造に応じた区分を設定し、各々の総

コストを試算する必要がある。 

ただし、入手できるデータに制約があることから、今般の監査においては、①団体利

用/個人利用（水泳）、②団体利用/個人利用（その他）、③教室講座（水泳）、④教室講

座（その他）の別に、総コストを試算した。なお、以下の仮定を置いた上で試算した。 

 

【仮定】 

○ 指定管理者の支出のうち、「光熱水費」を温水プールに係るものとそれ以外とに按分

するとともに、収支報告上の費目「教室講座」及び「自主事業支出」は教室講座に

特有のもののため、教室講座に直課する。 

○ 光熱水費については、温水プールでの利用量が計測されないため、平成２７年度に

温水プールの利用を中止していた期間（５月及び６月）と平成２６年度の同期間に

おける利用量との比率をもって、温水プールに係る光熱水費とそれ以外の光熱水費

とに按分した。 

○ 各利用区分に共通して発生する経費については、本来、利用する施設ごとの面積等

を勘案して按分することが望ましいが、個人利用及び教室講座について、施設別の

利用者数のデータが入手できないことから、利用者数にて按分している。 

 

利用区分別の利用者一人あたり総コストは次表のとおりである。データの制約上、上

記のような雑駁な仮定を置いて上での試算であるが、総コストについて、団体利用及び

個人利用のうち、温水プール利用の場合が４７０.６円、その他が４４１.０円、教室講

座の温水プール利用の場合が８６６.７円、その他が８３７.２円と試算された。光熱水

費が嵩む温水プール利用の場合や講師及びインストラクターの人件費が必要となる教室

講座の一人あたり総コストが相対的に高いものとなる。 

利用者負担率については、団体利用及び個人利用の場合が４割弱、教室講座の場合が

８割前後となっている。団体利用及び個人利用は、区民大会といった大規模なスポーツ

行事等の場合における団体利用料の減額や高齢者等の個人利用料の免除が存在すること

を勘案すると、必ずしも低い利用者負担率ではないものと考える。 
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【利用区分別利用者一人あたり総コスト】              （単位：円） 

区分 
団体利用/個人利用 教室講座 

水泳 その他 水泳 その他 

共通コスト ３４８.９ ３４８.９ ３４８.９ ３４８.９ 

光熱水費 １２１.６ ９２.１ １２１.６ ９２.１ 

教室等事業支出 

自主事業支出 
－ － ３９６.１ ３９６.１ 

合計：Ａ ４７０.６ ４４１.０ ８６６.７ ８３７.２ 

利用者一人あたり 

利用料金収入額：Ｂ 
１７４.９ １７４.９ ６８７.３ ６８７.３ 

利用者負担率：Ｂ÷Ａ ３７.２％ ３９.７％ ７９.３％ ８２.１％ 

（注）共通コストは、「② 指定管理者の管理運営費も含めた総コストの試算」にて試算

した総コストから光熱水費、教室講座及び自主事業支出を控除したもの。 

 

〈参考：光熱水費の按分〉 

平成２７年度のプール休止期間中（５月及び６月）の光熱水使用量と前年同期の使用

量との差を、温水プール使用量相当とみなし、当該割合に平成２６年度の各使用料金を

乗じたものを温水プールの光熱水費とした。 

 

区分 金額 

光熱水費：Ａ ６０,４３８千円 

温水プールの電気料金 ４,５０８千円 

温水プールのガス料金 １０,９５１千円 

温水プールの上下水道料金 ６,７５９千円 

温水プールの光熱水費：Ｂ 

（利用者一人あたり単価） 

２２,２２０千円 

（１２１.６円） 

温水プール以外の光熱水費：Ａ－Ｂ 

（利用者一人あたり単価） 

３８,２１８千円 

（９２.１円） 

 

ア．電気の温水プール使用割合 

区分 
使用量（Kwh） 

使用割合 
５月 ６月 合計 

Ｈ２６ ８８,９５６ １０８,４７８ １９７,４３４  

Ｈ２７ ８２,２１７ ８６,５１８ １６８,７３５ 

差引 ６,７３９ ２１,９６０ ２８,６９９ １４.５％ 
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※温水プールの電気料金：４,５０８千円＝３１,０１７千円×１４.５％ 

 

イ．ガスの温水プール使用割合 

区分 
使用量（㎥） 

使用割合 
５月 ６月 合計 

Ｈ２６ ８,８００ ４,９２７ １３,７２７  

Ｈ２７ １,８８２ １,９０１ ３,７８３ 

差引 ６,９１８ ３,０２６ ９,９４４ ７２.４％ 

※温水プールのガス料金：１０,９５１千円＝１５,１１８千円×７２.４％ 

 

ウ．上下水道の温水プール使用割合 

区分 
使用量（㎥） 

使用割合 
５月 ６月 合計 

Ｈ２６ １,３１２ １,８０２ ３,１３２  

Ｈ２７ ３９６ １,０３５ １,４３１ 

差引 ９１６ ７８５ １,７０１ ５４.３％ 

※温水プールの上下水道料金：６,７５９千円＝１２,４４６千円×５４.３％ 

 

【温水プール利用者数の集計】                   （単位：人） 

区分 個人利用 団体利用 教室講座 合計 

温水プール ９５,５９７ ２,３１９ ８４,７９２ １８,２７０８ 

その他 １１３,１７２ ２３６,６３９ ６５,２３２ ４１,５１０３ 

合計 ２０８,７６９ ２３９,０１８ １５０,０２４ ５９７,８１１ 

（注）温水プールの団体利用者数は延数を利用し、その他は差額である。 

 

〈参考：教室講座及び自主事業支出の単価〉 

教室講座及び自主事業支出について、教室講座利用者数で除して算出した。 

 

区分 金額 

教室講座等事業支出 ４２,６０２千円 

自主事業支出 １６,８２８千円 

合計：Ａ ５９,４３０千円 

教室講座利用者数：Ｂ １５０,０２４人 

利用者一人あたり単価：Ａ÷Ｂ ３９６.１円 
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（２）利用者負担割合の目標設定について 

今般の監査における利用者負担率の試算では、団体利用及び個人利用の場合が４割弱、

教室講座の場合が８割前後となったが、この要因として、①建設から３０年以上が経過

しており、当初に設置した電気設備、給排水設備及び空調設備の償却期間が経過し、減

価償却費負担が無いこと、②一方で、設備の老朽化に伴い、取替工事や改修工事が実施

されており、資産性のある支出がなされている可能性が高いが、公有財産台帳へは記載

されていないことから、減価償却費が過少計上となっているおそれがあること、③厳し

い荒川区の財政状況を反映し、大規模な改修工事等が実施されておらず、可能な範囲で

先送りされている可能性があること、等が考えられる。 

特に、今後、設備の老朽化への対応として大規模な改修工事等を実施する可能性が高

く、実施された際には、相当のコスト増加が見込まれ、利用者負担割合も低下する可能

性が高い。確かに、スポーツセンターは、荒川区民の「ライフステージに応じたスポー

ツ・レクリエーションの普及・充実を図るための多様な環境整備を図り、区民が健康で

生き生きと生活することができる地域社会を形成」するための施設であり、必ずしも収

益の獲得を目的としたものではない。しかし、厳しい財政状況を踏まえると、様々な年

齢層、所得層及び家族構成の利用者が存在する中、スポーツセンターを活用してもらう

ターゲットをより明確化するとともに、ターゲットや利用者層に応じて利用者負担割合

の目標を方針として定めることも、荒川区の経営管理の視点からは有用なものと考える。 

今後、大規模改修等の検討と併せて、ターゲットや利用者層に応じた利用者負担割合

の目標を設定することが望ましいものと考える。 

 

 

（３）減価償却費の算定基礎と今後の固定資産台帳の整備・運用に向けて 

① 減価償却費の算定基礎 

今般の試算における減価償却費の算定基礎は、次表のとおりである。 

公有財産台帳には土地１,０５５,３７６千円と建物２,１７１,３６４千円が計上され

ており、このうち、建物が減価償却計算の対象となる。スポーツセンターは、建物の本

体（躯体部分）だけでなく、各種の電気設備や給排水設備等が当初より設置されている

が、公有財産台帳上は、各種工事価格を合算した金額のみが計上されている。このため、

建設当初の資料（「荒川総合スポーツセンター建設概要」）に記載されていた工事費の見

込額を基礎として、各種設備の金額を按分して算出した。 

また、建設から３０年以上が経過しており、その間、故障もしくは老朽化した設備の

取替工事等が実施されるとともに、新規に空調設備等を設置する工事等が行われている

とのことであるが、公有財産台帳には特に反映されていない。会計上は固定資産として

計上し、毎年、減価償却費を計上すべき支出が補足されていないことから、スポーツ振
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興課より「荒川総合スポーツセンター改修等履歴一覧」の提出を受け、契約金額が５０,

０００千円以上の工事のうち、備考の記載から資産性があると思われる工事を抽出し、

減価償却計算の対象とした。加えて、供用備品一覧表から取得価格５０万円以上の重要

な物品を抽出し、減価償却の対象とした。 

なお、減価償却計算は、取得の翌年度より実施するものと仮定し実施した。 

 

【建物】 

ア．当初建設分（公有財産台帳記載分）              （単位：千円） 

区分 取得価額 取得年月 耐用年数 償却率 減価償却費 

建物（躯体等） ２,１７１,３６４ Ｓ６０.３ ４７年 ０.０２２ ４７,７７０ 

電気設備 ３０８,７１８ Ｓ６０.３ １５年 － － 

給排水設備 １７６,１３６ Ｓ６０.３ １５年 － － 

空調設備 ２７２,１４２ Ｓ６０.３ １５年 － － 

合計 ２,９２８,３６２ － － － ４７,７７０ 

（注）減価償却費＝取得価額×償却率（以下、全て同じ。） 

 

〈参考：各設備への按分計算〉                  （単位：千円） 

区分 
荒川総合スポーツセンター建設概要 

取得価額 
工事費分析額 構成比 

建築工事 ２,１８４,４６４ ７４.１％ ２,１７１,３６４ 

電機工事 ３１０,５８１ １０.５％ ３０８,７１８ 

給排水工事 １７７,１９９ ６.０％ １７６,１３６ 

暖冷房工事 ２７３,７８４ ９.３％ ２７２,１４２ 

合計 ２,９４６,０２８ １００.０％ ２,９２８,３６２ 

（注）取得価額は、「荒川総合スポーツセンター建設概要」における各工事の金額構成

比に、公有財産台帳計上額（２,９２８,３６２千円）を乗じたもの。 

 

イ．追加工事分                         （単位：千円） 

区分 取得価額 取得年 耐用年数 償却率 減価償却費 

温水プール 

天井・屋根等 

改修工事 

 

１０８,４６５ 

 

Ｈ１１ 

 

４７ 

 

０.０２２ 

 

２,３８６ 

プール及び更

衣室空調設備

改修工事 

 

４０,９２５ 

 

Ｈ１２ 

 

１５ 

 

０.０６７ 

 

２,７４１ 
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合計 １４９,３９０ － － － ５,１２８ 

 

【備品】                            （単位：千円） 

区分 取得価額 取得年月 耐用年数 償却率 減価償却費 

ろ過殺菌装置 １１,０２５ Ｈ１８.３ １５ ０.０６７ ７３８ 

雲梯 １,４８０ Ｈ２３.３ ５ ０.２００ ２９６ 

クライミング 

ウォール 
１,６６９ Ｈ２３.３ ５ ０.２００ ３３３ 

滑り台 １,９９５ Ｈ２３.３ ５ ０.２００ ３９９ 

平均台 １,４７０ Ｈ２３.３ ５ ０.２００ ２９４ 

トランポリン １,４１７ Ｈ２３.３ ５ ０.２００ ２８３ 

支柱 ４,０４２ Ｈ２３.３ ５ ０.２００ ８０８ 

マット遊具 

（セット） 
６３０ Ｈ２３.３ ５ ０.２００ １２６ 

合計 ２３,７３０ － － － ３,２７９ 

（注）雲梯、クライミングウォール、滑り台、平均台、トランポリン、支柱及びマット

遊具（セット）は、キッズルームに一体として設置されているものであり、「娯

楽又はスポーツ器具及び興業又は演劇遊具」の「その他のもの（その他のもの）」

５年を採用した。 

 

② 今後の固定資産台帳の整備・運用に向けて 

今般の監査における減価償却費の算定にあたっては、公有財産台帳において、電気設

備、給排水設備及び空調設備等が建物（躯体等）と一体として記載されていることから、

一定の仮定を置いて按分計算を行った。また、建設後３０年の間に実施された設備の取

替工事や新設工事について、公有財産台帳には記録されていないことから、代替的に、

「荒川総合スポーツセンター改修等履歴一覧」から読み取れる範囲で、資産計上される

べきものと推測される工事を対象として抽出した。このように、現状においては、コス

ト計算を実施しようとしても、データ上の制約が大きく、一定の仮定を置いた上での試

算とならざるを得ない。 

荒川区では、平成２８年度からの東京都方式による新地方公会計制度の適用開始に向

けて、固定資産台帳の整備を進めているとのことであるが、取得価額情報を記録するの

みならず、一つの施設に関して、空調や電気・排水設備、その他の器具備品などについ

て、どの程度まで詳細に区分し固定資産として認識するのか、全庁的に水準を統一して

運用する必要がある。実務上、一定の程度において細分化をとどめることは必要である

が、一方で、余りに大括りな場合には、建物本体の長い耐用年数に引きずられ、減価償

却費が過少に計上されるとともに、大規模改修や取替工事の際に、適切な除却処理が困
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難となるおそれがある。今後の適切な事務の実施を期待したい。 
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８．老朽化対策について 

スポーツセンターは建設から３０年が経過していることから、配管等を始めとして設備

の老朽化が進んでいる。このため、荒川区公共建築物中長期改修実施計画（平成２６年４

月 以下「中長期改修実施計画」という。）においては、平成２７年度から平成３５年度ま

でを３期に区分した上で、改修工事を、「計画的な改修により施設運営機能を適切に維持す

るため、１期目に集中して計画する」とともに、「外壁、屋上防水については、次の改修時

期が到来する２期目に計画する」としている。 

 

【中長期改修実施計画におけるスポーツセンターの改修計画】 

工事種別 
１期目 

（Ｈ２７～Ｈ２９） 

２期目 

（Ｈ３０～Ｈ３２） 

３期目 

（Ｈ３３～Ｈ３５） 

外壁  ●  

屋上防水  ●  

照明 ●   

受変電 ●   

弱電 ●   

給排水 ●   

空調 ●   

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

中長期改修実施計画に定める１期目３年のうち２年目を迎えようとしているが、１期目

に計画した工事は実施されていない。また、スポーツ振興課は、毎年度、指定管理者より

要修繕事項をとりまとめた「大規模修繕工事リスト」の提出を受けているが、これは指

定管理者が把握できる範囲のものであり、例えば、壁面内部に設置されている配管設備

等は対象となっていない。また、外部から目視できる配管であっても、配管内部の腐食

等の状況は専門業者に調査を依頼しなければ把握できない。 

配管の老朽化については、最近においても、漏水対応工事が必要となった箇所もあり、

スポーツセンターにとっては緊急性が高いものと考えられる。また、このままの状態で

推移させ、取換等の対応が必要な事態となった場合には、金額的にも高額となり、工事

期間も長期にわたる可能性がある。中長期改修実施計画を策定したのは、予防保全の観

点から、このような事態を避けるためであったはずである。財政的な要請から中長期改

修実施計画の執行が遅れているものと推測されるが、現状把握ができていなければ、適

切な予防保全を実施することは困難である。今後、緊急度の高いものから現況調査を実
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施するとともに、予防保全のために必要な工事の見直し及びその優先順位を、具体的に

検討することが必要である。 

また、老朽化の程度がかなり進んでいることから、予防保全的な改修工事に留まらず、

配管等の給排水設備を全体的に改修する必要が生じることも十分考えられる。その場合、

配管が天井や壁面内側に設置されていることから、これを取り壊す必要があり、休館を伴

う大規模な改修工事とならざるを得ない可能性がある。このため、現況調査を実施の上、

予防保全のために必要な工事を具体的に検討するのが前提であるが、工事費が多額にのぼ

り、工期が長期に渡ることが避けられないことが想定される場合等においては、建替えに

ついても視野に入れ、その工事費の多寡、工期の長期化の有無及び建替えに伴う利便性の

向上等について、比較対象として検討することも考えられる。 

その際には、先行事例を対象として、その実行可能性及び適否を洗い出し、大規模改修

工事による対応との具体的な比較分析を実施し、スポーツセンターの機能を維持する上で、

長期的に、より区民負担の少ない方策を採用することを期待したい。なお、近隣の事例と

しては、平成２２年に建設された墨田区総合体育館は、老朽化が進んだ旧墨田区体育館を

一時閉館し、ＰＦＩの手法を用いて建設したものである。必ずしも建替え工事を前提とし

なくとも、そのメリット及びデメリットについて、墨田区より状況を聴取しておくことも

考えられる。 
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９．スポーツセンターの必要性のより一層の具体化等について 

スポーツセンターは、「スポーツ及びレクリエーションの普及・振興を図り、健康で

文化的な住民生活の向上に寄与する」という設置目的を有するものの、これは、荒川区

民の「ライフステージに応じたスポーツ・レクリエーションの普及・充実を図るための

多様な環境整備を図り、区民が健康で生き生きと生活することができる地域社会を形成」

し、幸福実感都市を実現するための下位目的である。 

今後、施設の老朽化に対応するためには、多額の費用が必要となることが想定される

が、スポーツセンターの存在が目的でなく手段である以上、その費用に見合う便益が荒

川区民にもたらされなければならない。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）スポーツセンターの必要性のより一層の具体化について 

スポーツセンターが施策目的達成のための手段として有効に機能するためには、様々

な環境変化に対応していくことが必要である。例えば、少子化や高齢化の進行、単身家

庭の増加等といった荒川区民を取り巻く環境を踏まえて、スポーツセンターの施設自体

の老朽化に対する追加的な費用負担を荒川区民に求めるためには、今後、スポーツセン

ターの設置目的に照らして、その必要性をより一層具体化した上で、提示することが必

要であると考える。 

例えば、どういった年齢層、所得階層及び家族構成等をターゲットに、どのような活

用を図る場として必要であるのか、また、民営のスポーツクラブやスポーツ教室との間

で、棲み分けをどう図っていくかという点を、より具体的に提示することが必要なもの

と考える。 

 

 

（２）スポーツセンターの更なる有効活用について 

スポーツセンターをより有効に活用するためには、ターゲットとする区民層を明確化

した上で、ターゲットに対して、効果的な手段で働きかける必要がある。例えば、近年、

参加者が増加傾向にある教室講座と、荒川区が主催するスポーツイベントとを連携させ

ることにより、スポーツイベントに向けて関連する教室講座に参加するという形で、目

的意識を持って取り組んでもらえるよう訴えかけることも一手段である。 

また、これに加え、荒川区民とのコミュニケーション手段を多様化させ、参加意欲を

維持することも重要である。特に、近年の情報化の進展によって、情報の伝播が迅速か

つ広範囲に及ぶようになっている状況を踏まえ、いかに楽しくメッセージを伝達し、理
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解してもらうかという点に留意すべきこととなろう。そこで、現行の広報紙や荒川区の

ホームページ上での広報に加え、インターネット上に、荒川区のスポーツに関する情報

を一元化したサイトを設け、リアルタイムにコンテンツ（掲載内容）を更新することで、

荒川区民に定期的に閲覧してもらえるような情報提供の機会を設けることも有用と考え

る。 

更には、荒川区のスポーツ関連活動への参加し易さを高めるため、スポーツセンター

等における利用可能な教室講座のスケジュールや空き状況、荒川区主催のスポーツイベ

ントや荒川区内で開催されるイベントの開催情報等についても、インターネット上でリ

アルタイムに閲覧できるような仕組みの構築や、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・

サービス）での情報のリアルタイムな発信を行い、情報を荒川区民に共有してもらえる

ようにすることで、スポーツを通したコミュニティの強化につながるのではないかと考

える。これらによって、荒川区民が、スポーツセンターの利用者というだけにとどまら

ず、荒川区内で開催されるスポーツ関連活動に継続的に参加してくれるコミュニティの

構成員となることは、荒川区のスポーツ振興施策の目的に適うものであろう。 

もちろん、インターネット等を利用した情報提供策には、個人情報保護等の情報セキ

ュリティの点でリスクを伴うことや、これまでのノウハウが十分でないためにその仕組

みの構築に多大なコストや時間を要するおそれもある。このため、外部業者の活用によ

る情報セキュリティの確保や、新たな仕組みの構築についてのノウハウを活用すること

も有用であろう。いずれにしても、スポーツセンターの利用促進は、荒川区の目的では

なく手段であることから、これまで以上に広い視野で、その有効活用策を検討すること

が望まれる。 
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Ⅱ．指定管理者の経理事務及び職員の出退勤管理 

１．指定管理者の経理事務について 

指定管理者の経理業務については、代表企業である株式会社東京アスレティッククラ

ブが担っている。物品の購入や役務の提供等を行う際には、取引先より見積書を入手し、

小破修繕以外の支出についてはシステム上で、小破修繕の支出については紙面での稟議

書で、館長が支出を申請し、本社の理財部、事業統括部副部長及び事業統括部部長の順

で決裁が行われる。 

請求書は月末締めで、株式会社東京アスレティッククラブ本社に届く場合とスポーツ

センターに届く場合とがあるが、翌月１５～２０日には、いずれも本社に集約され、本

社理財部内で、当初の見積額を超えていないかどうか確認する。稀に超えている場合に

は、館長に連絡し、追加稟議による承認を求めている。 

当初の見積額を超えていないことが確認できると、理財部担当者がネットバンキング

にて支払データを作成し、理財部部長、社長の順で決裁が行われ、決裁後、理財部部長

が支払データを承認し、支払手続が実行される。支払手続が行われた後、預金通帳残高

と総勘定元帳の預金勘定の残高とが一致していることを確認している。なお、株式会社

東京アスレティッククラブ及び三菱電機ビルテクノサービス株式会社における経常的な

支払は、翌月２０日に支出するものとし、その他の支払は翌月末に支出している。 

翌月末に支払が完了すると、理財部担当者は翌々月の頭に、会計システムにて当月分

の会計処理を入力している。会計システムの入力情報については、特に別の担当者によ

る確認は行っていない。なお、小口現金からの支払については、理財部担当者が未払金

仕訳表に一覧として記入し、通常の支払と同様、それぞれの証憑書類とともに、理財部

部長、社長の順で決裁が行われ、決裁承認後理財部担当者によって会計処理される。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）貸借対照表の徴収について 

ＴＭ共同事業体経理取扱規則第１６条（決算諸表の作成）において、決算報告書、損

益計算書、貸借対照表、予実対比表を速やかに作成する旨が定められている。現状、貸

借対照表については、荒川区に提出されていないが、決算諸表の一つであり、収支報告

の参考情報として、貸借対照表についても提出を求めることが望ましいものと考える。 

 

（２）会計記帳の確認について 

指定管理者の支出取引について、請求書を始めとする証憑類を２ヶ月分サンプルで確
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認したところ、特に問題点は発見されなかった。ただし、会計システムへの入力につい

ては、現在、入力担当者以外の確認は行われていないとのことである。会計記帳の正確

性や網羅性を担保するためには、入力担当者以外の確認が望ましいと考えられるため、

今後検討することが望ましいものと考える。 

 

 

（３）現金過不足の処理について 

スポーツセンターでは、現金による料金等収受や支払を受付や券売機にて行っており、

日ごとに料金等収受や支払の実績と現金残高の照合を行っている。料金等収受の実績と

現金残高の照合により不一致が生じることがあるが、その際、別途、過不足調整用に保

管している簿外現金（多いタイミングでは１万円程度）を用いて調整を行っていた。 

本来、現金管理は帳簿等に基づいて残高管理が行われるべきであり、簿外で現金を管

理することは、内部管理の観点からも妥当でない。今後、現金過不足のうち、原因の判

明しないものは簿外現金で調整を行うのではなく、帳簿上において、雑損失もしくは雑

収益を計上する形で処理することが適切である。 
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２．職員の出退勤管理について 

（１）株式会社東京アスレティッククラブ所属職員の出退勤の管理方法について 

平成２６年度事業計画書によれば、館長１名、運営業務責任者（支配人）１名、運営

業務副責任者２名、運営業務担当者（受付及び総務業務、用具等貸出業務、自主事業等

業務）３名、（トレーニングルーム統括責任者、指導業務担当）１名、（プール部門統

括責任者、指導業務担当）２名、その他プール管理、指導、監視業務で複数名を置くこ

とになっている。「荒川総合スポーツセンター平成２６年度スタッフ名簿」によれば、

他の施設も兼務する運営アドバイザー１名、常勤職員１３名が配置され、運営業務に従

事している。 

前月３週目から４週目頃に、プール・フロント・トレーニングルーム・キッズルーム

の部署ごとに、責任者が月ごとの基本パターン及び日々の管理表を作成し、このシフト

表のとおりに勤務することになる。なお、体調不良等の理由により休みが発生した場合

には、まずはシフト表を確認して、既存のメンバーでやり繰りできるか確認し、次に遅

番のスタッフに早く出勤できないか確認するようにしている。調整できない場合には、

休んでいるスタッフに連絡し出勤を依頼している（月に２～４回程度発生するとのこと

である）。休みのスタッフでも調整できない場合には、株式会社東京アスレティックク

ラブ本社に連絡し、別途要員を派遣するよう依頼している（年に１～２回程度発生する

とのことである）。 

日々の出勤管理については、タイムカードを採用している。タイムカードにバーコー

ドが付いており、データはタイムカード機器にストックされるようになっている。正社

員の管理職（現在４名）については、タイムカードは使用していないとのことであり、

管理職以外の正社員及びパート・アルバイトについて、タイムカードで管理している。 

給与は毎月１０日締めであるため、毎月１１日に担当者がタイムカード機器より出勤

データをパソコンに抽出し、タイムシートと呼ぶエクセルシートを作成する。当該シー

トには既に各人ごとの時給単価が入力されているため、支給額（時間×単価）が自動計

算されるようになっている。タイムシート作成後、各部署の責任者がタイムカードとタ

イムシート上のデータを確認し、誤りがあれば修正する。１日分ずつ確認し、１ヶ月確

認できたら、タイムカードに責任者印を押し、タイムシートにチェックマークを入れて

いる。次に、館長又は運営業務責任者（支配人）のいずれかが２回目の確認を行う。担

当者と同様、１日分ずつ確認し、１ヶ月確認できたら、タイムカードに印を押し、タイ

ムシートにチェックマークを入れている。毎月１２日にはこの確認作業を行っている。 

その後、タイムカード及びタイムシートはＴＡＣ本社に送付され、人事部で最終確認

が終了したらタイムカードに印を押し、タイムシートにチェックマークを入れている。

修正事項及び不明事項があると、人事部より確認の連絡が来る。なお、修正作業につい

ては人事部側で行っているとのことである。 
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（２）三菱電機ビルテクノサービス株式会社所属職員の出退勤の管理方法について 

平成２６年度事業計画書によれば、施設管理業務責任者１名と施設管理業務担当者３

名を置くことになっている。平成２６年４月に１名減となったが、５月より４名で勤務

を行っている。 

２から３ヶ月前に勤務予定表を作成し、シフトを決定しており、平成２６年４月分を

事業計画書の添付資料として、荒川区に提出している。日々業務を行っており、その担

当者がいなければ業務が行えない状況であるため、タイムカード等の管理は行っておら

ず、勤務予定表から勤怠表を作成して管理している。 

具体的には、毎朝６時に清掃業者が開館を待っているが、早番（午前６時から午後３

時まで）の担当者が開館することになっているため、もし、早番の担当者が来ていなけ

れば、清掃業者から施設管理業務責任者に電話が入ることになる（昨年度は１回だけ電

話がかかってきたことがある）。また、中番（午前９時から午後５時まで）は、施設管

理業務責任者が勤務している。さらに、遅番の担当者の勤務は、午後２時から午後１１

時までであり、午後２時から午後３時までは、早番と遅番の担当者２名で従事する必要

がある業務を行っている。遅番の担当者が来ていなければ、早番の担当者から施設管理

業務責任者に電話が入ることとなる。 

時間外勤務については、各種点検・工事・特殊清掃等の立会のため、各月の発生時間

を基礎として算定した金額を、夜間作業立会費としてＴＭ共同事業体に請求している。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

株式会社東京アスレティッククラブ所属職員のタイムシートとタイムカードのチェッ

クについて、その運用状況をサンプルで５件確認したところ、締め日（１０日）直前の

数日はタイムカードを押しておらず、鉛筆で時間を記載しているものがあった。その理

由としては、タイムシートを確認できるパソコンが１台しかなく、各部署の責任者が同

じタイミングで確認することができないため、部署によっては締め日よりも前のタイミ

ングで締め作業を行っており、そのような場合、締めてしまった後の出勤日においては、

時間を鉛筆で記入しているとのことであった。 

現状、やむを得ないものと思われるが、出来る限り最低限の日数とするよう、運用上

工夫することが望まれる。 
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Ⅲ．団体利用、個人利用及び教室講座関連 

１．団体利用及び個人利用に関する事項ついて 

（１）団体利用に係る手続について 

① 団体登録 

スポーツセンターを団体で利用する場合には、事前に団体の登録を行った後、施設の

利用申込を行う必要がある。 

団体登録はスポーツセンターの窓口で受け付けており、利用希望者は「団体登録申請

書」に所定の事項を記載して申請を行う。指定管理者であるＴＭ共同事業体の職員は、

提出された「団体登録申請書」を確認の上、「荒川区 施設予約システム」に団体情報

を登録し、「利用者登録決定通知書」を申請者に交付する。利用者は、「利用者登録決

定通知書」の下段に印字されている「荒川区公共施設利用者登録カード」を切り取って

使用する。 

団体登録は、その構成員に応じて、荒川区内の団体（区内在住在勤者等で構成される

登録団体）と、荒川区外の団体（荒川区内の団体以外の登録団体）とに分かれることから、

この種別を確認するため、登録申請時に、団体構成員全員について、以下の書類の提出を

求めている。 

 

種別 添付書類 

区内の

団体 

在住 住民基本台帳カード、健康保険証、運転免許証（いずれか一つ） 

在勤 健康保険証明書  

（事業所が荒川区でない場合は在勤証明証も必要） 

在学 学生証又は在学証明証 

区外の団体 住民基本台帳カード、健康保険証、運転免許証（いずれか一つ） 

 

② 利用申込及び抽選 

大体育室や温水プール等といったスポーツセンター内の同一の施設については、団体

利用、個人利用及び教室講座といった複数の用途に用いているが、その割合は、施設ご

とに、予約開始の前月までにスポーツ振興課とＴＭ共同事業体とで協議した上で定めて

いる。 

事前に定めた団体利用の利用枠に対して、利用希望者は、スポーツセンター条例施行

規則別表第１に定める申請期間のうちに利用を申し込む必要があるが、希望が重なるこ

とがあり得ることから、申請期間の初日（毎月１日。ただし、休館の場合は翌日。）に

抽選会が実施される。ただし、抽選会に参加できるのは区内団体がスポーツ・レクリエ

ーションに利用する場合のみであり、区外団体やスポーツ・レクリエーション以外の目
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的に利用する場合には、抽選会に参加できない。 

抽選の結果、当選した団体は利用の予約をした状態となるが、抽選に漏れた場合や抽

選会に参加しなかった（できなかった）場合には、抽選会の翌日以降、空いている時間

帯であれば、予約を行うことが可能である。 

 

【団体利用の利用申請期間】 

施設名 

申請期間 

スポーツ・レクリエーション

に利用する場合 

スポーツ・レクリエーション 

以外の目的に利用する場合 

大体育室（全面）、 

第一・第二武道場（一括） 

利用日の属する月の６月前の

月の１日から利用日の２日前

までの期間 

左欄で規定する申請の開始日

の翌日から利用日の２日前ま

での期間 

ホール 利用日の属する月の６月前の

月の１日から利用日の３０日

前までの期間 

左欄で規定する申請の開始日

の翌日から利用日の３０日前

までの期間 

大体育室（半面）、 

小体育室、第一武道場、

第二武道場、弓道場、 

エアライフル場、卓球場 

利用日の属する月の３月前の

月の１日から利用日の２日前

までの期間 

左欄で規定する申請の開始日

の翌日から利用日の２日前ま

での期間 

多目的室、クラブ室 利用日の属する月の３月前の

月の１日から利用日の前日ま

での期間 

左欄で規定する申請の開始日

の翌日から利用日の前日まで

の期間 

 

③ 利用申請及び利用料金の支払い 

予約をした日から１週間以内かつ利用日から２日前まで（ただし、多目的室は前日ま

で。）に利用申請及び利用料金の支払いを行う必要があり、期限内に行わなかった場合

には、予約は無効となる。利用申請及び利用料金の支払いは、荒川総合スポーツセンタ

ーの総合窓口で行い、利用希望者は「荒川総合スポーツセンター使用申請書」を提出し、

利用料金を支払った上で、「荒川総合スポーツセンター使用承認書兼領収書」を受領す

る。 

 

 

（２）個人利用に係る手続について 

個人利用の場合、特段、登録や予約等の手続は不要であり、利用当日、券売機で利用

券又は回数券を購入して利用する。 
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（３）利用料金及び利用実績の集計 

受領した利用料金収入（翌年度分の前受金を含む。）は、日次で「歳入日計表」を作成

するとともに、月次でこれを集計し「月次ベースの歳入日計表」及び「ＴＭ共同事業体

予実対比」を作成する。また、各施設の利用者数等の実績データについては、ＴＭ共同

事業体が、日次で「業務日報」及び「団体使用状況表」を作成し、月次でこれを集計し、

施設別の「団体使用状況・時間帯別」及び「団体使用状況・曜日別」を作成する。 

 

 

（４）回数券の精算 

平成１８年度以前（指定管理制度導入前）に、荒川区が販売した個人使用回数券には

有効期限が定められていなかったことから、現在でも、スポーツセンターにて利用でき

る。個人使用回数券には５０円券と１００円券とがあり、個人利用者が利用する際に、

指定管理者に提出する。 

しかし、そのままでは指定管理者は利用の対価を得られないことから、指定管理者か

らの請求に基づき、各年度において実際に利用された金額を、荒川区から指定管理者に

支払っている。 

 

【回数券の精算額】                      （単位：千円） 

種別 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

委託料 １５２ １３８ － 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）団体利用に係る利用申請、承認及び入金手続について 

平成２７年３月の「団体使用状況・時間帯別」及び「団体使用状況・曜日別」と当該

集計資料の根拠資料である日々の「業務日報」及び「団体使用状況表」の合計値とを照

合した結果、両者は一致した。また、利用料金収入及び前受金について、平成２７年２月

及び３月の「月次ベースの歳入日計表」及び「ＴＭ共同事業体予実対比」と同期間の日々

の「歳入日計表」の合計値とを照合した結果、両者は一致した。 

利用料金の返金処理及び利用料金の減免処理についても、平成２７年３月分の処理を

対象として、減免申請書等と照合した結果、いずれも整合しており問題は認められなか

った。 
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（２）抽選会への参加状況の把握について 

荒川区への報告事項とされている施設利用状況データは、各施設の利用実績のデータ

であるが、施設利用に関する潜在的な需要も含めて把握するためには、実際の利用実績

だけでなく、申し込んで抽選に漏れた団体数も併せて考える必要がある。 

現状、各施設の申込状況データ（毎月１日に行われる抽選会への参加状況）は、統計

が取られていないが、施設利用に関する潜在的な需要をより正確に把握するため、サン

プルベースででも、抽選会への参加状況についてデータを集計することが望ましい。 

 

 

（３）個人利用に係る入金手続について 

平成２７年８月よりサンプルを抽出し、「歳入日計表」とレジスター及び券売機から

出力したレシートとを突き合わせ、徴収手続きが適切になされていることを確かめた。

いずれも整合しており問題は認められなかった。 

 

 

（４）個人利用に係る不正利用の防止策について 

例えば、バスケットボール等で複数の個人が利用している場合において、一部の者が

利用券を購入せずに参加していることがあるとのことである。スポーツセンターの職員

が、気がついた時点で注意する等の対応をしているが、適宜、個人利用時間帯における

定期的な見回り等の対応を行い、不正利用を牽制する必要があるものと考える。 

また、所定の時間が超過した場合であっても、超過利用料金を徴収できていない施設

がある。トレーニングルームは、利用者の入室時間を職員が記録しており、適切な管理

がなされているが、他の施設は、職員が常駐していないことから、気がついた時点で注

意し、超過料金を徴収している状況である。今後、トレーニングルーム以外の施設につ

いても、入室時間を記録する等の対応の要否を検討することが望ましいものと考える。 

 

 

（５）回数券精算事務の遅延について 

指定管理者制度導入前に販売された個人使用回数券については、年度協定第６条に基

づき、平成２６年度中に使用された個人使用回数券の額面に相当する額を、荒川区は指

定管理者に支払うものとされている。しかし、平成２６年度中に使用された個人使用回

数券は一定数量存在したものの、指定管理者側の失念のため、監査実施時点においても、

なお請求行為がなされていない状況であった。このため、前年度まで継続的に委託料と
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して支出されてきたものの、平成２６年度決算においては荒川区からの支出額は０円で

ある。 

年度協定の定めから、指定管理者側の請求行為があって初めて支出されるものであり、

支出しなかったこと自体は問題ではない。しかし、今後、仮に、指定管理者より、平成

２６年度に使用された個人使用回数券の額面相当額の請求がなされたとしても、既に平

成２６年度の出納整理期間も大きく超過している現状においては、直ちに年度協定に基

づく当然の支出として容認されるものではない。支出するのであれば、指定管理者より

事務を失念した理由及び再発防止策の説明を聴取した上で、内部的な決裁を経る必要が

ある。 

また、毎年度、継続的に発生しているものであることから、スポーツ振興課としても

平成２６年度の歳出決算を取り纏める時点において、執行額が無く、指定管理者からの

請求行為が無いことを認識できたはずである。その時点で指定管理者側に注意を促す等

の対応が可能であったと推測される。今後、決算事務の一環として、指定管理者側から

の請求書等の提出漏れの有無を確認することを行う必要がある。 

加えて、これまでの請求においては、年度末に１回、利用された個人使用回数券とと

もに、年間の合計使用枚数が記載された請求書により請求がなされるのみであるが、必

要に応じて、請求頻度の増加や月次の使用枚数実績の添付等も検討することが望ましい。 

 

【年度協定】 

（回数券の精算） 

第６条 平成１８年度以前に発行した個人使用回数券が平成２６年度中に使用された場

合は、乙（指定管理者）が使用された個人使用回数券を添付の上、甲（荒川区）に対

して請求し、甲は使用された個人使用回数券の額面に相当する額を乙に対し支払うも

のとする。 

（注）（荒川区）及び（指定管理者）の表記は、監査人が付記。 
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２．教室講座に関する事項について 

（１）教室運営の概要 

スポーツセンターでは、教室講座として、スポーツ教室及び講習会を実施しており、

平成２６年度においては、以下の教室・講習会が開催されている。 

 

●通年制教室 

（指定管理業務） 

 ○ スポーツ教室 ７種類 

 ○ 水泳教室 １０種類 

 ○ キッズルーム教室 ３種類 

（自主事業） 

 ○ スポーツ教室 ２２種類 

 ○ 水泳教室 ３種類 

 ○ イベント・短期教室 

●定期制教室 

（指定管理業務） 

 ○ スポーツ教室 ９種類 

 ○ キッズルーム教室 ４種類 

●１回制教室 

（指定管理業務） 

 ○ スポーツ教室 １０種類 

 ○ 水泳教室 ２種類 

 ○ キッズルーム教室 ６種類 

 

また、教室講座の実施時期及び期間は、以下に区分される。 

・通年制：１年間を通して開催する登録制教室（月会費制） 

・定期制：１年を３期又は４期に分けて開催する登録制教室（期間一括） 

・１回制：１回のみで参加できる教室（随時申込可能、一括） 

 

 

（２）教室講座申込みの流れ 

教室講座の申込業務の流れは、以下のとおりである。 

 

【通年制、定期制教室】 

募集条件に合致する応募者は、申込書に必要事項を記載し、必要書類とともに申し込
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む。申込数が募集数を超えない場合には、応募者から受講料の入金を受ける。申込数が

募集数を超える場合、抽選を実施し、当選発表を行うとともに受講料の入金を受ける。

受講料が入金されると、受講証が発行され、受講者は受講の際に受講証を呈示する。参

加者は名簿で管理されている。 

人気の高い教室については数回にわたって募集を行う。例えば、子ども水泳教室につ

いては、１次募集では荒川区内在住、在学又は在園を申込要件とし、それでもなお定員

に空きがある場合には申込要件を緩和し、２次及び３次の追加募集を行う。 

 

【１回制教室】 

参加希望者は、券売機で教室受講のためのチケットを購入し、総合受付でチケットと

引き換えに連番カードの交付を受ける。その連番カードを教室が開催される会場に持参

することで、教室を受講することができる。 

 

 

（３）教室講座に係る荒川区の課題認識 

区政の各事務事業を分析・検討している資料である「平成２７年度事務事業分析シー

ト」上、問題点･課題及びその改善策として、以下の内容が挙げられている。 

 

【問題点・課題】 

 常に利用者のニーズを把握し、年度途中に教室内容の変更や新たな教室の開催

など、柔軟な対応が必要である。 

 施設の空いている時間を効率的に活用する必要がある。 

 各種教室事業の参加者を拡大するため、積極的に周知する必要がある。 

【問題点・課題の改善策】 

 利用者のニーズや要望を把握し、より充実した教室運営に活かす。 

 利用者のニーズや要望を反映し、より充実した教室運営を実現する。 

 時間帯による利用状況を調査し、施設の有効活用を目指す。 

 時間帯による利用状況に応じた、施設の有効活用を実現する。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）教室講座に係る利用実績の活用について 

指定管理者は、各教室の申込状況について、事業報告の一部を構成する資料「教室申

込数」により、荒川区に報告している。当該資料は、教室開催日程ごとの月別申込者数
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や定員が一覧となっているものであり、時間帯による利用状況を把握し、施設の有効活

用を図る上で重要な情報であると言える。しかし、平成２６年度分として提出された報

告内容は、平成２５年の内容がそのまま報告されたものであった。 

この状況から見ると、時間帯別の利用状況を集計した情報であり、施設の有効活用を

図る上で重要と思われる「教室申込数」が、全く活用されていないことがうかがわれ、

荒川区と指定管理者によって、利用者ニーズの把握を踏まえた上での教室講座の内容の

変更や新たな教室講座の開講等が柔軟に実施されているか疑問である。 

今後、指定管理者から報告を受けた情報を有効に活用し、教室講座の申込状況を踏ま

えた、問題点及び課題の具体的検討、具体的改善策のと、その遂行を行う仕組みを早急

に構築することが必要である。 

 

 

（２）教室講座における指定管理業務教室と自主事業との区別について 

現状の教室講座においては、指定管理業務と指定管理者による自主事業の２種類の位

置づけが存在しているものの、実際には、両者を区別する意義が明確ではない。特に、

指定管理業務としての教室講座に、市場原理によれば採算性に乏しいものの、公益性の

高い教室講座を提供する等の特段の趣旨が無いのであれば、両教室講座を統合し、一元

的に運営管理を行うことも有用なものと考える 

しかし、個別の教室講座の採算性は集計されていないことから、代替的に、教室講座

の利用状況の頻度（人気）を指標として採用することが考えられる。例えば、「教室申

込数」において定員数の示されている教室について、定員数に開催数を乗じた延べ人数

を受講可能総数と定義し、申込数の受講可能総数に占める割合（以下「申込率」とする）

を算定し、利用状況の頻度（人気）の尺度として分析した結果は、以下のとおりである。 

 

【分析結果】 

○既存教室の大人水泳教室については、通常の水泳教室の申込率（約３１％～４０％）

に対し、経験者向け教室や健康水中ウォーキングの申込率（約６７％～８４％）が相

対的に高く、全体平均は約４１％となっている。 

○既存教室の子ども水泳教室については、乳幼児向けは約３２～６２％、幼児向けは約

９８％、小学生向けは約７６～９７％と非常に人気が高く、選手向けとなると約４７％

と申込数が限られるが、全体平均は約８４％となっている。 

○大人スポーツについては、卓球やレディース向けバドミントンといった申込率約９８

～９９％という非常に人気の高いもの、一般向けバドミントンやフラダンスといった

申込率約５２％～６１％のもの、その他について約１６％～３４％というものと、比

較的申込率の高さに開きが見られる結果、全体平均は約４６％となっている。 
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○子どもスポーツについては、幼児体操・児童体操といった申込率約７２～１００％の

人気の高いもの、ジュニア新体操や親子体操といった申込率約３８～５０％のもの、

その他について約１４～３３％というものと、比較的申込率の高さに開きが見られ、

その他体操育成については申込率約７０～８５％、トランポリンについては申込率約

７４～１００％といずれも人気が高く、選手育成向けとなると約６５％と申込数が限

られてくるものの、全体平均は７１％となっている。 

○１回制教室大人向けについては、ヨガが１００％超（抽選）、ピラティス約８６％と

いう高い申込率の教室以外については、約１６～５３％とまちまちとなっている結果、

全体平均では約３８％となっている。 

○１回制教室キッズルームについては、約１９～６８％とばらつきはあるものの、全体

平均では約４４％となっている。 

○定期制教室・通年制のキッズ向けについては、約５８～１００％と、全体的に比較的

高い申込率がみられ、全体平均では８０％台となっている。 

○自主事業大人教室については、ヨガが約９５～１００％、ダイエットが約７４％（２

講座平均）、脂肪集中燃焼ステップが約７８％という高い申込率の教室と、その他に

ついては約２３～７５％と様々となっている結果、全体平均では約４５％となってい

る。 

○子ども教室については、幼児や初心者向けの人気が根強く、全体で約７１％となって

いる。 

 

この結果を踏まえて、例えば、利用頻度（人気）･公益性が共に高い教室を指定管理

業務教室と位置付け、申込率が高ければ拡充し、低ければ公益性を確保できる範囲で実

施していく一方、公益性が低いと判断される教室については自主事業と位置づけ、申込

率が高ければ公益性を確保できる範囲で拡充し、低ければ縮小していくといった方針が

考えられる。なお、その際には、教室間の相互関連性（それ自体は申込率が低いが他の

教室への足掛かりとなって高い申込率に寄与しているかという相乗効果の有無）にも併

せて着目することも必要なものと考える。 
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３．教室講座における未納会費の回収について 

スポーツセンターで実施している教室講座のうち、通年制（１年間を通して開催する

登録制教室）のものは、月会費制となっている。通年制教室講座の月会費の支払いは、

受講月の前月末日が期限となっており、スポーツセンター窓口にて収受される。変更や

退会届出が無い場合、教室参加の有無に関わらず継続の意思があるものとみなし、月会

費が請求される。 

指定管理者によれば、教室講座において会費滞納者が相当数存在しており、電話等に

よる督促を実施している。平成２６年度末（平成２７年３月）時点における月謝台帳に

て滞納状況を閲覧したところ、６３人月（延べ人数）の月会費が未納として記録されて

いた。この中には、退会届を提出せずに教室講座への参加を取りやめてしまった利用者

も含まれており、実際に、教室講座を受講したにも関わらず会費を滞納している者は１

５人で滞納総額は５２,８８０円であった。 

指定管理者としても、回収率を向上させるため、一定期間が経過した後には必ず督促

を行うとともに、長期の滞納者に対しては、強制退会等の措置を取っているとのことで

ある。また、毎月下旬に開催される教室講座においては、受講証に、利用料の支払済を

示す押印を行うとともに、未払いの受講者への注意喚起及び支払の督促を行っている。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

会費滞納者が増加すると、収受すべき利用料収入が計上されず、ひいては指定管理者

から荒川区への納付額や指定管理料に影響を及ぼし、荒川区の財政収支に負の影響を与

えることとなる。更には、受益者負担の原則からも、必要な対価支払のないままサービ

スを受ける権利を持ち続ける点で、利用者間に不公平が生じることとなる。 

指定管理者としては、今後も、会費の回収率を向上するよう更なる施策を検討するこ

とが期待される。また、スポーツ振興課としても、滞納会費の回収率に注視するととも

に、必要に応じて、回収率向上のための施策を、指定管理者とともに検討する必要があ

る。 

なお、費用対効果を勘案する必要もあるが、会費未納状態を事前に防止するという予

防的施策、会費未納が生じてからの事後的な回収努力を更に強化することを検討するこ

とが有用なものと考える。例えば、通年・定期制の教室について、利用者に各期間の終

了前に継続確認を行う制度等が考えられる。これにより、受講継続の意思を、より直接

的に事前に確認し得るとともに、利用料の支払を事前に注意喚起する効果が期待できる

のではないか。更には、滞納者や強制退会者への一定期間の利用停止を行う等、ペナル

ティを伴った事後的対策についても、未納の抑止力という点から検討することが望まれ

る。  
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４．指定管理業務と自主事業とにおける費用負担関係について 

自主事業の会計及び費用負担に関しては、業務水準書に次のように定められている。 

 

【業務水準書】 

４ 事業に関する業務水準 

３．その他 

自主事業は会計を独立させ、講師謝礼、施設利用料金、保険料などの必要な経費は

指定管理者の負担とします。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

教室講座等の自主事業のように、指定管理者がスポーツセンターの施設を利用してサ

ービスを提供する場合、自主事業を行った施設の利用料金相当額は指定管理者の費用と

なるものと考えられることから、本来、自主事業の会計区分から指定管理業務の会計区

分への支払いや費用の付け替え等の処理がなされる必要があるが、特段、実施されてい

ない。 

確かに、自主事業の会計区分と指定管理業務の会計区分とにおける利用料金の支払い

や費用の付け替えを行ったとしても、荒川区から指定管理者に支払われる指定管理料は、

指定管理業務と自主事業とを合わせた全事業ベースで算出されることから、当該施設利

用料金の負担がないことが、直接的に荒川区への歳入を減少させることとはならない。

しかしながら、業務水準書に定める内容と、実務上の運用実態が乖離しているという点

は望ましくない。今後、業務水準書に定める内容と実務上の運用実態を確認した上で、

その乖離を解消するよう運用を見直す必要がある。 
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Ⅳ．施設管理 

１．施設等の維持管理に関する業務について 

スポ－ツセンタ－の施設等を適正かつ円滑に管理するため、荒川区(以下「甲」とい

う)と指定管理者(以下「乙」という)との間において、基本協定書（業務水準書を含む）

及び年度協定を締結し、必要事項を定めている。 

主要な関連条項を抜粋すると、以下のとおりである。 

 

【基本協定書】 

第１章 総則 

（管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品

からなるものとし、その内容は、次のとおりとする。 

（１）管理施設 荒川総合スポ－ツセンタ－ 東京都荒川区南千住六丁目４５番５号 

（２）管理物品 備品一覧表のとおり 

２ 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。 

 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

（本業務の範囲） 

第８条  本業務の範囲は、条例第７条に規定する次の業務とする。 

（６）スポ－ツセンタ－の施設等の維持管理に関する業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細則は、荒川総合スポ－ツセンタ－業務水準表(以下「水

準表」という。)に定めるとおりとする。 

 

第３章  本業務の実施 

(管理施設の改修等) 

第１５条 管理施設の改修等大規模な施設改修については、甲が自己の費用と責任にお

いて実施するものとする。ただし、乙が提案した改修であって、甲及び乙が認める場

合は、乙の費用と責任において実施するものとする。 

２ 管理物件の修繕については、１件につき１００万円(消費税及び地方消費税を含む。)

を超えるものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとする 

 

 

 

第５章 備品等 

(甲による備品の貸与) 



テーマ 荒川総合スポーツセンターの管理運営について 

92 

第２４条 甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で備品等を購入し、又は

調達することができる。 

２  乙は、管理物品のうち、本業務に必要とする甲が所有する備品等の財産(以下「管

理運営用財産」という)を無償で使用できるものとする。 

３  乙は、指定期間中、管理運営用財産を常に良好な状態に保つものとする。 

４  乙は、故意又は過失等により管理運営用財産をき損し、又は滅失したときは、甲に

対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該管理運営用財産と同等の機能及び価値を有

するものを購入し、又は調達しなければならない。 

(乙による備品等の購入) 

第２５条 乙は、別に定める年度協定により、自己の費用で備品を購入し、又は調達す

ることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急の必要があるときは、乙は、乙の任意により備品等

を購入し、又は調達し、それを本業務の実施のため供することができるものとする。 

３  乙は、前２項の規定により乙が取得した備品については、速やかに財産台帳に登載

し、その状況を明らかにしておかなければならない。 

 

第６章 事業計画書、事業報告書等 

(事業報告書等) 

第２７条 乙は、月ごとの本業務(自主事業を含む。)に係る次に掲げる事項を、翌２０

日までに文書で甲に報告しなければならない。 

 （５）  修繕実績 

 

第１０章 指定期間の満了 

(備品等の扱い) 

第４５条 乙は、本協定の満了に際し、甲又は新たに指定管理者となるものに対して備

品等を引き継がなければならない。 

２  前項の規定にかかわらず、乙が任意に購入し、又は調達した備品等は、原則として

乙が自己の費用と責任で撤去し、又は撤収するものとする。ただし、甲と乙との協議

において両者が合意した場合は、乙は、甲又は新たに指定管理者となるものに対して

引き継ぐことができるものとする。 

 

第１２章 その他 

(運営会議等の設置) 

第５１条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換及び業務の調整を図る

ための運営会議を設置する。 
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【業務水準書】 

第２ 業務の範囲 

 ２  維持管理に関する業務水準 

１ 管理に関する基本的な考え方 

スポ－ツセンタ－の管理を遂行するにあたり、法令や条例等を遵守するとともに、各

種の計画や調査結果等を習熟し、合わせて次の事項を遵守してください。 

 （５）修繕料等 

    指定管理者は、備品修繕及び施設の安全管理又は機能保全のために必要な建

物・設備の小規模修繕は、協定に基づく経費の範囲内で実施し、余剰金が発生し

た場合は清算してください。 

    ２ 施設の運転管理 

    ６ 修繕業務 対象業務  指定管理者は、委託期間に発生する（１００万円

以下の）軽微な修繕について教育委員会※と協議

の上、実施すること。  

           業務内容  指定期間中は、業務が円滑に遂行されるよう、施

設の劣化を防止し、施設の機能及び性能を維持す

るため、計画的な修繕及び発生した不具合の修繕

を行う。 

           業務計画書 適切な予防保全を行えるよう、指定期間中の長期

修繕計画を作成し、修繕を実施すること。 

                 なお、発生した不具合を修繕する場合は、事前に

教育委員会※に通知の上、実施すること。 

           業務報告書 修繕業務完了後は、報告書を提出すること。 

※ 現在は、スポ－ツ振興課（以下同じ） 

  第３ その他 

  ６ 物品の帰属について 

（１） 現在、教育委員会の所有に属する物品は「荒川区物品管理規則」及び関

係例規の管理の原則・分類に基づいて管理しています。指定管理者は、

同規則に定められた物品台帳に基づいてその保管にかかる物品を管理し

ます。教育委員会は新たに購入した物品の登録を行い、「備品台帳」を更

新するので、指定管理者は教育委員会が指定する日までに廃棄等の異動

が必要なものを教育委員会に報告してください。 

（２） 管理備品は「備品台帳」を参照してください。 
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【年度協定】 

（平成２６年度の指定管理料等） 

第４条  

２ 甲は、管理物件の修繕費として、年額金１３，３７１，４２８円を支払うものとす

る。 

３ 乙は、指定管理料及び修繕費は本来の目的以外の経費に使用してはならない。 

 

   別 紙 

    ２ 管理施設の修繕費 

      修 繕 料   金          額    備    考 

       修繕費     １３，３７１，４２８円     管理物件 

    ３ 平成２６年度に要した修繕費の合計金額が前項の修繕費を超えないときは、 

     年度末において清算するものとする。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

（１）長期修繕計画について 

指定管理者より、優先度及び工事概算金額等の記載された「大規模修繕リスト」が毎

年度提出され、これを参考として、所管課であるスポ－ツ振興課が、改修等が必要と判

断した案件について、翌年度以降、予算要求している。 

スポーツ振興課が営繕課に工事総額の見積りを依頼した「平成２７年度予算見積依頼

一覧」において、スポ－ツセンタ－を対象とする改修工事は９件であり、このうち、予

算がつき改修工事が具体化したものは、「駐車場システム更新」及び「非常用発電機更

新」の２案件であった。残りの案件は、全て次年度要求（平成２８年度の予算見積依頼

一覧）に繰り越されている。また、「平成２８年度予算見積依頼一覧」には、前年度か

らの繰越案件に加えて、１２件が新規に追加されている。 

荒川区の限られた予算範囲の中で、実行できる案件は限られてくるにも関わらず、現

在、所管課の予算要求段階においては、優先度の順位づけはなされていない。これは、

所管課においては、予算要求する案件はすべて早期の改修工事が必要な工事であり、予

算に順位をつけることは、必要な工事を引き延ばすこととなりかねないため、順位づけ

をしていないとのことであった。しかし、次年度の予算要求や担当者異動に伴う引継ぎ

等を考慮した場合、改修工事を合理的に実施するためには、所管課の要求段階において

も、優先度の順位づけは一定程度必要なものと考える。 
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（２）少額営繕工事について 

１件当たり１００万円以下の案件について、指定管理者よりスポーツ振興課に提出さ

れる「建物・物品小破修繕施工申請書」及びこれに添付される見積書等の内容を査閲し

た結果、以下のような事項が検出された。 

 

① 承認漏れ 

課長承認事項となっているにも関わらず、係長の承認印までで終わっているものが２

件、主任の承認印までで終わっているものが１件検出された。適切な承認者による承認

行為を行う必要がある。ただし、協議報告書において、協議の事実があったことは確認

できた。 

 

② 修繕実施後の承認申請 

実際の修繕工事の実施日後に申請がなされている案件が３件検出された。但し、緊急

性のある工事であることが、工事内容より推察されるとともに、指定管理者からの口頭

での説明では、事前に電話等で、スポーツ振興課より工事実施の承認を受けた上で実施

したとのことであった。 

現在の「建物・物品小破修繕施工申請書」においては、事後承認の有無についての記

載欄はなく、事後的に、事後承認の必要性を確認することができない。今後、申請前に

工事を行わなければならなかった理由及び口頭等により承認を受けた旨を、別紙による

理由書の添付、もしくは申請書に特記する等し、事後に判別できるようにすべきと考え

る。 

 

③ 契約行為の明確化 

工事契約額が３０万円を超える工事が１８件あった。仮に、当該工事を、荒川区が直

接実施する場合には、随意契約とすべき特段の理由が無い限りは、見積合わせ（見積競

争）を実施すべき工事となるが、指定管理者の実施する小破修繕工事については、現状、

特に契約方法が定められていないことから、全て随意契約となってしまっている。 

結果として、荒川区が直接実施する工事契約との間で衡平性を欠くおそれがあること

から、今後、指定管理者の行う小破修繕工事に係る契約行為については、荒川区と同一

の基準を採ることを明確化するべきである。 

 

④ 工事契約の分割申請 

「地階清掃員控え室エアコン新設工事」及び「地階監視室及び休憩室エアコン新設工

事」については、同日に実施された同一内容の工事であり、かつ施工業者も同一のため、

一件の工事案件と見做すことが自然である。両者の契約額を合計すると１,０４４,３６
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０円であり、指定管理者の費用と責任において実施する小破修繕ではなく、別途、スポ

ーツ振興課との協議を行った上で、荒川区の費用と責任において実施するか決定するこ

とが必要な工事案件である。 

荒川区の予算制約等による工事の遅延をきらい、指定管理者が自己の費用と責任にお

いて実施する小破修繕とするために分割したことも推測されるが、本来、指定管理者に

委ねる性質のものではなく、契約方法に問題があったものと考える。また、意図的に申

請を分割したもので無かった場合であっても、別途の工事として見積もられている以上、

共通費が割高となっている可能性も否定できず、経済性の点から問題が残るものと考え

がえる。 

 

⑤ 「建物・物品小破修繕施工申請書」の未申請 

平成２６年度中に小破修繕工事が実施されているものの、往査時点（平成２７年８月）

において、申請書が未申請となっている案件が１件検出された。未申請の理由について

説明を求めたところ、受注業者より提出される「請求書」等が揃わなかったため、指定

管理者よりスポーツ振興課へ「小破修繕施工申請書」の提出ができなかったものが残置

されていたとのことであった。なお、当該年度の精算報告書は、平成２７年３月３１日

付にて提出され、平成２６年度の精算はすでに完了している。 

確かに、スポーツ振興課と指定管理者との「定例会議報告書」により、小破修繕工事

の実施が両者にて協議されていたことが確認できたとともに、「見積書・納品書・工事

の写真」等により実際に工事がなされたことは確認できた。 

また、本件については、往査期間中に、「建物・物品小破修繕施工申請書」が作成さ

れ、スポーツ振興課に提出されたが、本来、年度末の精算行為が必要である以上、指定

管理者は、遅くとも精算時までに、「小破修繕施工申請書」をスポーツ振興課に提出す

べきであり、スポーツ振興課も、「小破修繕施工申請書」が提出されていない案件につ

いて、精算の対象とすべきではないと考える。 

今後、所定のルールに基づき、適切な運用を図ることが必要である。 

 

 

（３）備品の管理状況について 

備品等が適正に管理されているか検討するために、備品の任意抽出により現物確認を

実施するとともに、往査日現在における荒川区の備品台帳と基本協定締結時の引継備品

リストを照合し差異内容を検討した結果、以下のような事項が検出された。 

 

① 指導員控室のロッカーについて 

３階の「指導員控室」のロッカー等の一部について、従前(指定管理者への委託前)
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より「荒川区体育協会加盟団体」他の任意団体（一部の団体については現在の代表者・

連絡先等が不明な団体もあった。）に無償で貸与されていた。現状、特に利用（貸与）

規程等が定められていない中での貸与であり、不透明である。 

特に、一般の利用者に対しては有料にてロッカーの貸与がなされていることから、ス

ポーツ振興課は、ロッカー等の貸与を継続する必要性の有無をについて早急に検討し、

必要性があると判断するのであれば、無償とする条件の明確化を含めて、保管管理規程

等を整備すべきであると考える。 

 

② 備品等の管理状況について 

荒川区所有の備品につき任意に抽出し、現物を確認した結果、以下の事項が検出され

た。 

 

イ 「現物貼付シ－ル」については、マット等物理的に貼付が困難であるものを除き、

卓球台など貼付可能な備品に貼付されていないものがあった。 

また、指定管理者への管理移行後取得した備品である平成２５年度取得分について、

「現物貼付シ－ル」の貼付状況を確認したが、貼付されていなかった(但し、平成２

６年度取得備品は、プ－ル内使用備品のため貼付は物理的に不可能なものであった。)。

移動・廃棄処理や現物確認作業のために、現物貼付できるものは、シ－ルを貼るべき

であると考える。 

 

ロ すでに存在しない備品で台帳に記載されているものがあった。定期的に（少なくと

も指定管理者の委託契約の更新期間ごとに）全体の現物確認を実施すべきと考える。 

 

ハ 「供用備品一覧表」（荒川区の備品システム）上の「設置場所等」の記載について

は、あまり記載されていないが、管理上の確認作業をする上でも、設置場所の記載は

重要であると考える。 

 

二 基本協定書中の「供用備品現在高調書」（指定管理者への引継ぎ時備品一覧表）と

「平成２７年度供用備品一覧」（区の備品台帳）との照合結果は次のとおりである。 

 

イ 「供用備品現在高調書」にあるが、「平成２７年度供

用備品一覧表」にないもの 
備 品  ６点 

ロ 「平成２７年度供用備品一覧表」にあるが、「供用備

品現在高調書」にないもの 
備 品 １９点 

ハ 「供用備品現在高調書」と「平成２７年度供用備品一

覧表」の数量が異なるもの 
備 品  ３点 
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差異原因としては、イは除却報告漏れか、ロは基本協定締結時に現物を確認して引

継いだにも関わらず、実際に既になくなっていた備品が区のシステムに反映していな

かったか、ハはすべて「平成２７年度供用備品一覧表」の数量が「供用備品現在高調

書」より多いため、除却報告漏れか引継ぎ時における荒川区のシステム反映漏れのい

ずれかと推測される。 

 

また、指定管理者への引継ぎ以降、除却の報告は１度なされているが、報告書につ

いての様式指示がなされていなく、また、現物貼付シ－ルについても不完全なため、

写真による報告のみであり、荒川区の備品管理システムには反映されていなかった。

指定管理者においても、特に供用備品台帳の作成はなされていなかった。 

荒川区が指定管理者に無償で貸与している備品は、区の財産であり、直接、荒川区

が使用管理している備品と同等の管理をなされなくてはならない。現状では、適切な

管理がなされているとは言えず、スポーツ振興課においては、指定管理者への指導を

含めて備品の管理体制を再度確認する必要があると判断する。 
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２．駐車場・駐輪場管理について 

スポーツセンターには、駐車場（収容台数６０台、南千住野球場と共用）及び自転車

置場（収容台数２００台）が設置されている。 

駐車場については、平成２７年２月に管制装置が故障したことに伴い、平成２７年２

月２８日より、土日祝日の駐車場利用者の案内・誘導等業務を指定管理者が行うことと

し、追加的に委託業務を発注している。なお、往査期間中に改修工事が実施されており、

管制装置は復旧している。 

また、自転車置場については、土日祝日や大会・催事の開催時には収容台数が不足す

るため、駐車場の一部を利用し対応している。しかし、利用者が多い日には、スポーツ

センターの入り口付近に自転車が溢れるようにとめられている場合もあり、強風の時に

は、自転車が転倒する等の事象も目にするところである。高齢者や子どもが多く利用す

る施設として、利用者の利便性だけでなく安全面からも、自転車置場の不足については、

切実な問題となっているものと考える。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

大会等が開催される土日祝日は、駐車場、自転車置場ともに午前８時には満車となっ

ている。自転車については、スポーツセンター開設当初に設置された駐輪場が建物の裏

側に存在するが、ほとんど利用されておらず、誘導看板も、経年劣化により駐輪場であ

るとの判別ができない状態であり、特に利用促進は図られていない。 

また、現実には、開設当初の駐輪場の収容台数では、土日祝日の利用者の数に対応す

ることは不可能となっており、現在は、正面入り口付近及び建物の側面（自動車通行車

線の脇の傾斜しているスペ－ス。自動車と自転車の動線が接近するので危険と判断され

る。）を自転車置場として利用し、対応している。このため、正面入り口の通路は、駐

輪自転車により狭くなっており、利用者にとって良好な環境にはない。ただし、自転車

の来場者が多く見込まれる日には、事前に駐車場の一部を駐輪場として使用し混雑に対

応している。 

 

来館者利用交通機関 

（「平成２５年度 荒川総合スポ－ツセンタ－動態調査報告書」より） 

 

回答数                 ２４１名       分布割合 

徒  歩               ５６名        ２３％ 

自転車          １３０名        ５４％ 
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自動車          ４１名        １７％ 

 電  車          ７名         ３％ 

バ  ス          7 名          ３％ 

 

このような現状や、区内在住・在勤の利用者の多くが、公共交通機関や徒歩または自

転車で来館している状況を考慮すると、平日はできるだけ開設当初の駐輪場を利用させ、

土日祝日等の混雑日には、身体障がい者の方や用具の搬入等の特別な場合を除き、積極

的に駐車場を仮設の自転車置場として利用し、一般利用の自動車は、基本的に、自己の

責任で近隣の有料パ－キングに駐車してもらう等、利用者の安全性を確保するための方

策を検討すへきではないかと考える。 
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Ⅴ．その他個別事項 

１．光熱水費削減策の検討について 

スポーツセンターにおける光熱水費の発生源は、次のとおりである。 

 

○ 電気料金：館内照明、氷蓄熱空調システム稼働用、事務機器等の作動用 

○ ガス料金：温水プールの水温及び室温調整、更衣室シャワー用温水 

○ 上下水道：温水プール、館内水道 

○ 工業用水道：トイレ、隣接する南千住野球場の散水用 

 

過去３ヶ年における光熱水費及び使用量の推移は、次表のとおりである。平成２３年３

月の東日本大震災以後、節電及び節水等に努めており、使用量はいずれも横ばいであるが、

料金単価の値上げ等もあり、光熱水費自体は増加傾向にある。 

平成２６年度の６０,４３８千円の光熱水費のうち、電気料金が５１％、ガス料金が２５％、

上下水道料金が２１％、工業用水道料金が３％程度の構成比である。 

 

【光熱水費の推移】                         （単位：千円） 

区分 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

電気料金 ２６,１７２ ２７,２９５ ３１,０１７ 

ガス料金 １２,８９３ １３,９５５ １５,１１８ 

上下水道料金 １２,６２６ １２,２３８ １２,４４６ 

工業用水道料金 １,８２７ １,８０９ １,８５５ 

合計 ５３,５１９ ５５,２９８ ６０,４３８ 

 

【使用量の推移】   

区分 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

電気料金（kwh） １,３６６,３１３ １,２８４,４３９ １,３３９,２２０ 

ガス料金（㎥） １１２,１６９ １１２,５００ １１２,２４５ 

上下水道料金（㎥） １５,６５１ １５,１５５ １５,０１５ 

工業用水道料金（㎥） ４,４０９ ４,３７３ ４,３７４ 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

光熱水費の使用量については、現状の設備を前提とした場合、指定管理者により、一

定程度の管理がなされているものと考える。 
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ただし、今後、スポーツセンターの建替えや大規模改修工事等により、設備が更新等

される場合においては、光熱水費削減策についても、併せて検討することが望ましい。

例えば、スポーツセンター屋上への太陽光発電設備の設置やＥＳＣＯ事業採用の適否の

検討等が考えられる。 

なお、ＥＳＣＯ事業とは、ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業者が包括的な省

エネルギー対策を実施し、その効果を保証することで、施設運営費の削減を志向する事

業である。ＥＳＣＯ事業では、事業者による省エネルギー対策の実施によって得られた

光熱水費削減額の中から、その一部をＥＳＣＯ事業者に経費として支払う枠組みとする

ことにより、実質的な負担なく光熱水費の削減と省エネルギー化を図ることとなる。こ

れまでも、氷蓄熱による冷房や大体育室へのＬＥＤ照明の導入等により省エネルギー化

を進めてきたところであるが、２３区内のスポーツ施設では、世田谷区立総合運動場施

設にて採用されており、スポーツセンターの大規模改修等にあわせて、導入での適否に

ついて、検討することが望ましい。 
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２．災害協定の早期締結について 

（１）荒川区地域防災計画におけるスポーツセンターの位置付け 

荒川区地域防災計画（以下「防災計画」という。）においては、震災時におけるスポー

ツセンターの役割として、次の事項を定めている。特に、震度５強以上の地震が発生した

場合に自動的に設置されるボランティアセンターの設置場所とされている。 

ボランティアセンターは、荒川区や関係機関に属さないボランティア団体が円滑に業務

を実施できるよう設置するものであり、荒川区社会福祉協議会が事務局となる。また、ボ

ランティアセンターの運営にあたって、荒川区と荒川区社会福祉協議会との間で締結した

協定に基づき、連携して対応するものとされている。 

 

【震災時においてスポーツセンターに想定される機能】 

① 給水活動拠点 

② 本庁舎に被害が生じた場合等における、災害応急対策の実施に必要な人員及び物資の

輸送の拠点 

③ ボランティアセンター 

 

 

（２）基本協定書における定め 

基本協定書第１８条第３項において、災害時等の対応に関して、必要な事項については

別途協定を締結して定めることとしている。 

 

【基本協定書】 

（地域防災の協力等） 

第１８条 甲（荒川区）は、差異書きの発生その他特別の事情がある場合は、荒川区地域

防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、スポーツセンターの施設を優先的に

使用することができる。 

２ 乙（指定管理者）は、防災計画の趣旨を十分尊重し、これに協力しなければならない。 

３ 甲及び乙は、災害時等の対応について、必要な事項を別途協定を締結して、定めるこ

ととする。 

（注）（荒川区）及び（指定管理者）の表記は、監査人が付記。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

基本協定書において、災害時等の対応について、必要な事項について別途協定を締結し



テーマ 荒川総合スポーツセンターの管理運営について 

104 

て定めることとしているが、現状、特段の協定書等は締結されていない。このため、防災

計画上、災害時にはボランティアセンターとして機能する施設として位置付けられている

ものの、災害発生時の施設の開錠、災害発生後における施設の維持管理に係る役割分担、

ボランティアセンターとして機能するために必要な備蓄物資の有無、内容及び数量、費用

負担者等について合意されていない状況であった。災害時におけるボランティアセンター

としての機能が損なわれないよう、早急に、荒川区、荒川区社会福祉協議会及び指定管理

者との間における協議を完了させ、災害時の対応として必要な事項を協定書等に盛り込む

必要があるものである。 

 

なお、監査での指摘を受け、平成２８年３月１日付けにて、荒川区と指定管理者との間

において「災害発生時における避難所等の設置運営に関する協定書」が締結されたことを

確認した旨、追記する。 
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３．射撃場設置者の変更の遅延について 

射撃場は銃砲刀剣類所持等取締法に基づく指定射撃場であり、指定射撃場の指定に関す

る内閣府令に基づき事前に申請した、射撃場の構造設備等を明らかにした図面や付近の見

取図、管理方法の概要を記載した書類、設置者及び管理者等に変更があった場合には、速

やかに所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出することとされている。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

スポーツセンター内の射撃場は荒川区が設置した施設であり、その代表者である荒川区

長が設置者となる。しかし、これまで区長の交代にも関わらず変更届が提出されておらず、

平成２７年１月に現区長への変更届が提出されたものの、それまでは平成元年まで荒川区

長を務めた町田健彦氏が設置者として届出がされたままであった。 

今後、変更届の提出を失念することが無いよう、留意が必要である。 
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４．多目的室・クラブ室の有効利用について 

指定管理者は、施設の利用状況について、「館内施設利用状況」を作成し、各体育室、

各武道場、ライフル場、卓球場、プール、コミュニティホール、多目的室・クラブ室と

いった施設ごとに把握を行っている。 

 

 

＝監査の結果及び意見＝ 

 

「館内施設利用状況」における利用状況を閲覧したところ、４階に設置されている多

目的室・クラブ室の利用率が著しく低いことが判明した。 

具体的には、平成２６年５月～平成２７年３月における利用状況は以下のとおりであ

り、全４,７１６コマの利用可能枠に対し、利用があったのは６８５コマ（利用率１４.

５％）であった。なお、平成２６年４月のデータは、指定管理者が誤って消失してしま

ったため保管されていないとのことであり、１１ヶ月分のデータでの計算となっている。 

 

【多目的室・クラブ室の利用率】 

利用可能数：Ａ 利用数：Ｂ 利用率：Ｂ÷Ａ 

４,７１６件 ６８５件 １４.５％ 

（注）現行制度上、クラブ室は大体育室等と併せて団体利用する場合のみ利用可能とな

っていることから、団体利用の概ね存在しない平日の利用可能枠（月４週×５日

×４コマ×２部屋＝各月１６０コマ）を概算で除外した。 

 

【多目的室・クラブ室の団体利用料金】 

 

区分 

午前 午後Ⅰ 午後Ⅱ 夜間 全日 

９：００－ 

１２：００ 

１２：３０－ 

１５：００ 

１５：３０－ 

１８：００ 

１８：３０－ 

２１：３０ 

９：００－ 

２１：３０ 

多目的室第一 １,９００円 ２,３００円 ２,３００円 ３,１００円 ８,８００円 

多目的室第二 ３,２００円 ３,７００円 ３,７００円 ５,２００円 １４,６００円 

多目的室第三 １,５００円 １,８００円 １,８００円 ２,４００円 ７,０００円 

クラブ室 ６００円 ７００円 ７００円 １,１００円 ３,１００円 

 

単純化のため、多目的室・クラブ室の時間帯ごとの利用料金の平均値を、１コマ当た

りの平均利用料とした場合（全て時間帯単位での利用で、全日利用は無いことを仮定し、

クラブ室は２部屋分を想定した。）、平均利用料は１,９５５円となる。これを用いると、

多目的室・クラブ室の利用料収入は、１００％利用されたと仮定した場合と比べ、７.
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８百万円（平均利用料１,９５５円×（４,７１６コマ－６８５コマ））少ないこととな

る。基本協定書及び年度協定において、指定管理者は、収入の総額が支出の総額を上回

る場合は、その２分の１に相当する額を荒川区に納付するものとしているため、利用料

収入の多寡は荒川区への納付額に影響する。 

確かに、スポーツセンターの多目的室・クラブ室という特性上、一般的な多目的室よ

りも利用率が低くなることは、一定程度、想定されるものであるが、平均で２０％を切

る利用率は、その向上を図る余地があるものと考える。実際に、体育室等に付随した利

用ではなく、研修や社内行事等を目的とした利用実績があることに照らせば、利用率を

向上させるための広報等を、より積極的に行うことも有用なものと考えられる。 

今後、施設全体の有効活用という観点から、利用率を向上させる方策の検討を行い、

利用料収入の増加を目指すことが望ましいものと考える。 
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Ⅵ．最後に 

今般のスポーツセンターの監査において、指定管理者のモニタリング・収支報告等の方

法を中心として、種々の指摘を行った。その中には、荒川区の責任に帰すべき事項も多々

あるものと認識しているが、監査の過程においては、監査人側の指摘を受けて、荒川区側

においてこれを見直し、改善を図ろうとの努力が強く見受けられた。 

指定管理者との協議が必要な事項も多いことから、結果として、監査期間中に、具体的

な改善策まで提示され得た事項は少ない。しかし、特に、指定管理者からの報告事項の内

容や収支報告の態様等については、平成２８年度からの新しい指定管理期間の開始に合わ

せて、監査人側の指摘を踏まえて、鋭意、指定管理者と協議しているものと説明を受けて

いる。今年度の監査はこれで終わるが、重要なことは、これを機会に、今後のスポーツセ

ンターの管理運営の改善を図ることである。是非、速やかな対応を図ることを期待したい。 

 

 


